
経費の区分   単  価   員   数   

種 類  

人件費  （1）給  与  毎年4月1日現在（以下「4月当初現在」と  

いう。）の職員の現員を基礎として算定する。  

ア．都道府県及び市が経営する施設にあっては、  

4月当初現在の職員の現員の本俸、特殊業務  

手当（主任指導員及び指導員については、別に  

定める額を限度とし、看護師については、1人  

月額2，500円を限度とする。）、地域手当  

（毎年度の4月中に給与の改定を行うことが  

明らかな場合は、その本俸、特殊業務手当及び  

地域手当をもって4月当初現在のそれぞれの額と  

みなす。）及び扶養手当の合算額と次に示す  

職員の職種別の本俸、特殊業務手当、地域手当  

及び扶養手当の合算額とを比較していずれか  

少ない方の額とする。   
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（別表）  （別表）   

施 設 事 務 費 算 定 基 準  施 設 事 務 費 算 定 基 準  

経費の  経費の  

経費の区分   単  価   月   数  経費の区分   単  価   員   数  

種類  種頬  
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経費の区分  単  価  貝  数  

イ．法人が経営する施設にあっては、4月当初   

現在の職員の本俸、特殊業務手当（主任指導員   

及び指導員については別に定める額を限度とし、   

看護師については、1人月額2，500円を   

限度とする。）、地域手当（毎年度の4月中に給   

与の改定を行うことが明らかな場合は、その本   

俸、特殊業務手当及び地域手当をもって4月当   

初現在のそれぞれの額とみなす。）及び扶養手当   

の合算額とする。  

（1）の給与の単価及び（1）の給与の算定の基礎と  

なった4月当初現在の職員の期末勤勉手当加算額  

の合算額とする。  

（1）の給与の単価の欄において算定した施設長の  

本俸×12  

（1）の給与の単価の欄において算定した施設長に  

ついて、臨時又は緊急の必要による週休日又は  

休日の勤務をした場合  

勤務1回につき 4，000円  

（2）期末勤勉手当  4．5  

（円未満切捨）  

（3）管理職手当  0．12 5  

（4）管理職員特別  

勤 務 手 当  

勤務回数  

（5）超過勤務手当  （1）の給与の単価の欄において算定した本俸、  

特殊業務手当（1人月額2，500円の加算額を  

除く．）及び地域手当の額の合算額（施設長の本俸  

及び地域手当の額を除く。）×12  

（1）の給与の算定の基礎となった4月当初現在の  

職員の住居手当の月額  

（1）の給与の算定の基礎となった4月当初現在の  

職員について算定した手当月額  

0．04 2 7  

（6）住 居 手 当  12  

（7）通 勤 手 当  12   
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経費の  経費の  

経費の区分   単  価   員   数  経費の区分   単  価   員   数  

種類  種類  

（8）略  （8）非常勤調理員  年額1，596，000円  

等  

（9）略  （9）須瑞働鯛理員等  年額 74，480円  

年休代替要員費  

（10）略  （10）年休代替要員費  年額 118，400円  

礎となった指導員及び  

看護師数  

（11）略  （11）調理員等年休  年額 106．400円  

代替要員費  礎となった調理員等  

（12）略   （12）看護代替経費  年額 1，950円   

厚生年金保険、健康保険及び雇用保険労働者  12  （13）社会保険事業主  厚生年金保険、健康保険及び雇用保険労働者  12  

負担金  負担金  

4月当初現在職員現員の給与に見合う所定の月額  4月当初現在職員現員の給与に見合う所定の月額  

の合算額又は給与の算定基礎額の欄において算定  の合算額又は給与の算定基礎額の欄において算定  

した給与に0．18172を乗じて得た額  した給与に0．17958を乗じて得た額  

（14）略   （14）嘱託医手当   12  

（15）宿直業務改善費  1  （15）宿直業務改善費   1施設年額 2，457．840円  1  

管理費  管理費  費  5，580円  

礎となった職員のう  

ち、調理員等を除いた  

職員数  

（17）略  （17）庁 費  57，120円   

一Lゝ ■一もー、・－一色r〕  へ ′  dヒ㌻㌔ご吏こ二．ギ管 －  －一 
－、・1▲鴫－ ユ・、．＿一｝   



経費の  

種類  経費の区分   単  価   員   数  

（18）略  

経費の  

種類  経費の区分   単  価   員   数  

（18）特別管理費  50人以下の施設 年額  842，100円  

51人以上の施設 年額  785，400円  

1，950円  

1  

（1）の給与の算定の基  

礎となった職員のう  

ち、調理員等を除いた  

職員数  

（1）の給与の算定の基  

礎となった調理員等  

（1）の給与の算定の基  

礎となった職員数  

当言亥施設の実延数  

（1rd未満切捨）  

ただし、一時保護所の  

場合婦人相談所との兼  

用部分については、そ  

の主たる用途によって  

按分された延面積  

取扱定員  

（19）職員研修費  

（20）被 服 手 当  630円  

（1）の給与の算定の基  

礎となった職員数  

（21）職員健康管理費  （21）職員健康管理費  5，690円  5，600円  

（22）各所修繕費  1n了当たり 379円  

（23）入所者保健  

衛生費   

（24）業務省力化等   
勤務条件改善費  

3，150円  

直接処遇職員   年額  299．985円  （1）の給与の算定の基  
礎となった指導員及び  
看護師数   

（1）の給与の算定の基  
礎となった調理員数  

1   

調 理 員   年額  290，472円  

（25）悲遺髪響暑   

（26）苦情解決対策   

経費   

（25）悲遺草響鼻   

（26）苦情解決対策  

経費  

年額  5  600円  
年額  5  690円  

年額  25，326円  年額  27，216円  
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略  
経費の  

経費の区分   単  価   員   数  

種類  

（27）調理業務外   調理業務の全部を委託する場合は、その委託料  
部委託費  （事務費相当）の月額   
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（資料12）  

小規模住居型児童養育事業実施要綱（案）  

第1 目 的   

．小規模住居型児童養育事業は、家庭的養護を促進するため、保護者のない  

児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（以下「要  

保護児童」という。）に対し、この事業を行う住居（以下「ファミリーホー  

ム」という。）において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を  

尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を  

養い、児童の自立を支援することを目的とする。  

第2 設置及び運営の主体  

設置及び運営の主体は、都道府県知事（指定都市にあっては、市長とし、  

児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。）  

が適当と認めた者とする。  

第3 対象児葺  

この事業の対象児童は、要保護児童のうち、家庭的な養育環境の下で児童  

間の相互作用を活かしつつ養育を行うことが必要とされたものであって、児  

童福祉法（以下「法」という。）第27条第1項第3号の規定に基づき措置  

されたものとする。  

第4 対象人員  

ファミリ、－ホームの入居定員は、5人又は6人とする。  

第5 ファミリーホームの設備等  

（1二l 児童の日常生活に支障がないよう、必要な設備を有し、養育者等が児童  

に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態とすること。   

居間、食堂等児童が相互交流することができる場所を有するほか、ファ  

ミリーホームの設備全てが、児童の適切な養育に資するものであること。   

風呂、洗面所、便所、子どもの居室を有することとし、年齢に応じて男  

子と女子の居室を別にすること。   

保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならないこと。  

（2二I  

（3：I  

（4二）  

第6 事業内容  

この事業は、法第27条第1項第3号の規定による委託を受け、養育者の  

住宅を利用し、次の観点を踏まえつつ、児童の養育を行うものとする。  

－18卜   
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（1） 家庭的な環境の下で、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する養育  
者により、きめ細かな養育を行うこと。  

（2） 児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこ  

と。  

（3） 児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支  
援体制を確保しつつ、養育を行うこと。   

第7 職 員  

（1） ファミリーホームごとに3人以上の養育者を置かなければならない。た  

だし、養育者が1人以上である場合には、補助者（養育者を補助する者）  

をもってその他の養育者に代えることができる。  

（2）1人以上の養育者が当該住居に本拠をおき、専任の養育者でなければな  
らないものとし、うち1人をファミリーホームの管理者とする。  

（3） 養育者は、以下の各号援助及び生活指導等を行う者は、次の①から④ま  

でのいずれか及び⑤に該当する者をもって充てるものとする。補助者は、  

⑤に該当する者とする。  

① 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有す  
る者  

② 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の  
養育の経験を有する者  

③ 3年以上児童福祉事業に従事した者  
④ ①～③に準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者  

⑤ 法第34条の15第1項各号の規定に該当しない者  
（※ ①及び②については、平成21年4月1日より前における里親として  
の経験を含むものとする）   

第8 実施に当たっての留意事項  

小規模住居型児童養育事業者（以下「事業者」という。）は、運営方針、  

職員の職務内容、児童への援助内容、入居者の権利擁護に関する事項等、児  

童福祉法施行規則第1条の26に規定する事項を運営規程に定めるととも  
に、次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施すること。  

（1） 都道府県は、児童の委託をしようとするときは、児童相談所長、児童又  

はその保護者、事業者の意見を聴くこと。  

（2） 児童を委託する場合、養育者及び既に委託されている児童と新たに委託  

する児童との適合性が極めて重要であるため、都道府県は、児童のアセス  
メントや、養育者及びすでに委託されている児童と新たに委託する児童と  
の適合性の確認等十分な調整を行った上で、当該児童に最も適した事業者  

に委託するよう努めること。特に、その児童がこれまで育んできた人的関  
係や育った環境などの連続性を大切にし、可能な限り、その連続性が保障  
できる事業者に委託するよう努めること。  
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（3） 都道府県は、虚弱な児童、障害がある児童、虐待や非行等の問題を抱え  

た児童を委託する場合には、知識や経験を有する等それらの児童を適切に  

養育できる事業者に委託すること。  

（4） 事業者は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し懇  

切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。  

（5） 事業者は、入居している児童の人数、年齢等に応じた養育体制を維持で  

きるよう、養育者及び補助者を適切に配置すること。  

（6） 事業者は、児童が不安定な状態となる場合や緊急時の対応などを含め、  

児童の状況に応じた養育を行うことができるよう、学校、児童相談所、児  

童福祉施設、要保護児童対策地域協議会その他の関係機関との連携その他  

の適切な支援体制を確保しなければならない。  

（7） 事業者は、都道月守県知事からの求めに応じて、児童の状況等について定  

期的（6ケ月に1回以上）に調査を受けなければならない。  

（8） 事業者は、児童相談所長があらかじめ当該事業者並びにその養育する児  

童及びその保護者の意見を聴いて当該児童ごとに作成する自立支援計画に  

従って、当該児童を養育しなければならない。  

（9） 事業者は、養育者に対し、児童に法第33条の10各号に規定する虐待  

等を行ってはならない旨、徹底すること。  

（1（り 事業者は、児童の権利擁護、虐待の防止等のため、苦情を受け付けるた  
めの窓口や責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、第三者  

による関与や、養育者に対し研修を実施する等の措置を講じなければなら  

ない。  

（1■l） 事業に運営に当たっては、児童の記録や事務運営に係る会計に関する諸  

帳簿を適切に整備すること。特に、養育者等の人件費の支出と児童の生活  

に係る費用の支出は、区分を明確にして帳簿に記入すること。  

また、特に運営主体が法人である場合については、養育者の法人におけ  

る立場等も十分に踏まえ、労働法規等に即して実施すること。  

（1：2） その他、児童福祉法施行規則に掲げる規定に留意し、 児童が心身ともに  

健やかにして社会に適応するよう、適切な養育を行うこと。  

第（） 経 費  

本事業の運営に関する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等  

国庫負担金について」（平成11年4月 30 日厚生省発児第86号厚生事務次  

官通知）によるものとする。  
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児童自立生活援助事業の実施について（一部改正案新旧表）  

新（案）  

児 発 第 3 4 4 号  
平成10年4月22日  

児発第 3 4 4 号  
平成10年4月22日  

【一部改正】平成16年4月28日 雇児発第0428004号  
【一部改正】平成18年4月3日 雇児発第0403012号  
【一部改正】平成00年○月○日 雇児発第00号  
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4月28日 雇児発第0428004号  

4月3日 雇児発第0403012号  

都道府県知事   

指定都市市長  

都道府県知事   

指定都市市長  

殿  殿  

厚生省児童家庭局長  厚生省児童家庭局長  

児童自立生活援助事業の実施について   児童自立生活援助事業の実施について   

義務教育終了後、児童養護施設等を退所し、就職する児童等の社会的自立を促  
進する事業として、昭和63年5月20日付本職通知「自立相談援助事業の実施  
について」に基づき「自立相談援助事業」が実施されてきたところであるが、今  
般、施設退所後の児童等に対する支援の強化のため、児童福祉法（昭和22年法  

律第164号。）の改正により、同事業を「児童自立生活援助事業」とし児童居  
宅生活援助事業の一類型として法定化するとともに、「児童自立生活援助事業実  
施要綱」を別紙の通り定め、平成10年4月1日より適用することとしたので、  
その適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。   

なお、本通知の施行に伴い、昭和63年5月20日付本職通知「自立相談援助  
事業の実施について」は廃止する。  

義務教育終了後、児童養護施設等を退所し、就職する児童等の社会的自立を促  
進する事業として、昭和63年5月20日付本職通知「自立相談援助事業の実施  
について」に基づき「自立相談援助事業」が実施されてきたところであるが、今  

般、施設退所後の児童等に対する支援の強化のため、児童福祉法（昭和22年法  
律第164号。）の改正により、同事業を「児童自立生活援助事業」とし児童居  
宅生活援助事業の一類型として法定化するとともに、「児童自立生活援助事業実  
施要綱」を別紙の通り定め、平成10年4月1日より適用することとしたので、  
その適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。   

なお、本通知の施行に伴い、昭和63年5月20目付本職通知「自立相談援助  
事業の実施について」は廃止する。  

（
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（別紙）  

児童自立生活援助事業実施要綱  

第1 目 的  
児童自立生活援助事業は、児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了  

後、児童養護施設、児童自立支援施設等を退所し、就職する児童等に対し、  
これらの者が共同生活を営むべき住居（以下「自立援助ホーム」という。）  
において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行うことにより、  
社会的自立の促進に寄与することを目的とする。  

児童自立生活援助事業実施要綱  

第1 目 的  
児童自立生活援助事業は、児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了  

後、児童養護施設、児童自立支援施設等を退所し、就職する児童等に対し、  
これらの者が共同生活を営むべき住居（以下「自立援助ホーム」という。）  
において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援  

第2 実施主体等  
（削除）   

年姦  
知事（指定都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童  
相談所設置市の市長とする。以下同じ。）が適当と認めた者とする。  

第3対象児童   
‾ 

－ミ  

第2 実施主体等  
（1） 自立援助ホームへの援助措置の実施主体は、都道府県：り旨定都市及び児  

童相談所設置市を含む。以下同じ。）とする。  
（2） 自立援助ホームの運営主体は、地方公共団体及び社会福祉法人、民法  

（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立された法人等であ  
って都道府県知事（指定都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市に  
あっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。）が適当と認めた  
者とする。   

第3 対象児童  
この事業の対象児童は、義務教育を終了した18歳未満の児童（法第31  

・‥∴一十干ー・∴・ 
。 （以下「法」という。）第33条の6第1項の規  都道府県により児童蒔祉法   

れたものとする  

せる措置を解除されたもの   
② 前号に規定する児童以外の児童であって、都道府県知事が当該児童の自  

立のために援助及び生活指導葦が必要と認めたもの   

第4 対象人員  
自立援助ホームの入居定員は、5人から20人とする。   

第5 自立援助ホームの設備等  
（1） （略）  

（2） 個々の入居児童の居室の床面積は、一人当たり3．3rJ以上とすること。  

情緒障害児短期治療施設若しくは  （D 里親に委託する措置又は児童養護施設  
児童自立支援施設に入所させる措置を解除されたもの  

② 前号に規定する児童以外の児童であって、都道府県知事が当該児童の自立  
のために援助及び生活指導が必要と認めたもの   

第4 対象人員  
この事業の対象人員は、瑚批名とする。  

第5 自立援助ホームの設備等  
（1） 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、職員が入居児童に対  

して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態であること。  
（2） 個々の入居者の居室の床面積は、一人当たり3．3rd以上とすること。な  

お、一居室雪 

（3） 居間、食堂等△星畳が相互交流することができる場所を有しているこ  
と。  

（4） 保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならないこと。   

また、男子と女子は別  なお、一居室当たりおおむね2人までとすること。  
室とすること。  

が相互交流することができる場所を有しているこ  （3） 居間、食堂等入居過重  
と。  

（4） （略）  



第6 事業内容  
この事業は、児童が自立した生活を営むことができるよう、当該児童の身  

体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な援助及び生活  
指導等を行うものであり、その内容は次に掲げるものとする。   
（D 就労への取り組み姿勢及び職場の対人関係についての援助・指導  
②粘讐要談悪賢芸琵塞重苦誓臥雲責苦星雲諾粉  

③ 職場を開拓するとともに、安定した職業に就かせるための援助・指導盈   

⑥に応。た家庭粥の調整   
⑤ 

童 
⑥ 自立援助ホームを退所した者に対する生活相談など  
⑦ （削除）  

第7 職 員  
（1） 自立援助ホームごとに、指導員（主として児童自立生活援助に携わる  

者）及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は指導員が兼ね  
ることができる。  

（2） 指導員は次のとおり配置することとする。   
①土居の6人合人以上印王るただ   

者）をつ代 
は棚を。人以上配庸することとし、  

以降入居児童の数が7人から3人増える毎に指導員を1人加えて得た人数  

第6 事業内容  
この事業は、児童が自立した生活を営むことができるよう、当該児童の身  

体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な援助及び生活  
指導を行うものであり、その内容は次に掲げるものとする。  

（∋ 就労への取り組み姿勢及び職場の対人関係についての援助・指導  
（診 健康管理、金銭の管理、余暇の活用、食事等日常生活についての援助・指  

導  

③ 職場を開拓するとともに、安定した職業に就かせるための援助・指導  

④ 児童の家庭の状況に応じた家庭環境の調整   
⑤ 児童相談所及び必要に応じて児童家庭支援センター、児童委員、公共職業  

安定所等関係機関との連携   
⑥ 自立援助ホームを退所した者に対する生活相談など   
⑦ 就労先、警察等関係機関との調整など対外関係調整が必要な児童に対する  

援助及び生活指導  

■¶  

以上とする。ただし、下記の指導員敷から1を減じた数以上指導員が配  
されている場合には、残りの員数を補助員をもって代えることができる  

【指導員の配置（単位：人）】  

入居児童数  6まで  7～9  10′～12  13～15  16′－18  19以上   

助長を含む）   

指導員数（補   3以上  4以上  5以上  6以上  7以上  8以上  

こ熱意を有し、次の各号の  
い  

（∋ 児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第43粂に定める   
児童指導員の資格を有する者  

② 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の4に定める保育士  
③ 児童福祉事業及び社会福祉事業に2年以上従事した者  

（3）  

①祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第43条に定め  
る児童指導員の資格を有する者   

② 法第18条の4に定める保育士   
③ 児童福祉事業及び社会福祉事業に2年以上従事した者  

①～準とて、都府ミめた者  
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生活指導等を行わなければならない。  

第8 入居及び退居時の報告等  

援助の実施を希望する児童は、申込書を都道府県に提出しなければなら  
ない。この場合、児二童自立生活援助事業者－ ㍑＝こ「事業者＿lとし、う。）は  
入居を希望する児童からの依頼を受けて、この児童に代わって都道府県に  
申込書の提出を行うことができる。  

（3う朋子う時、変更．又は解除・ナる時  
は、事業者の意見を聞かなければならない。  

柳  

一＝ ・ 
＿ニ 

ームの運営主体の長  の意見を聞くこと  
（削除）  

（4） 特別な事情により事業者の所在する都道府県以外の都道府県が、援助の  

体は、この事業による援助及び生活指導を要す  
合は、これを実施主体に報告するものとす  

実施を行う時あるいは変更又は解除する必要があると認める時は、垂墓宣  
布所在する都道府県に協議するものとする。  

（5） 都道府県は、市町村等から援助の実施が適当であると認める児童につい  

て報告を受けた場合は、必要があると認めるときは、その児童に対し申込  
みを奨しけない （6一触36の251項に基づ そ些  

、  

にリーフレットを配布する等により情報提供を行わなければならない  
く7） 

負  
きる。  

（8） 事業者は、入居児童が死亡したとき  援助の実施を変更又は解除する必  （3） 自立援助ホームの運営主体は、入堕児童が死亡したとき、あるいは堕＿墓  
27条第7項に基づく措置を継続、変更または解除する必要があると認め  

（4）  

要があると認める場合は、これを都道府県に報告するものとする  

があると認める時は、運営主体の所在する都道府県に協議するものとす  
る。   

第9 実施に当たっての留意事項  

0に規定する運営規程を定めるとともに、次に掲げる事項に留意し適切に事   
業を実施しなければならない。  

（1） 児童の内面の悩みや生育環境、現在の状況に対する深い理解に基づき、  
児童との信頼関係の上に立って援助及び生活指導隻を行うこと。  

（2） 児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、児童委員、児童の雇用先事業  
所、公共職業安定所、学校及び児童の家庭等と密接に連携をとり、児童に  
対する援助及び生活指導室．が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるこ  
と。  

（3） 援助及び生活指導筆を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握  
し懇切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。  
（削除→一部を第10（3）へ）  

（1） 事業の運営にあたっては、児童の内面の悩みや生育環境、現在の状況に  
対する深い理解に基づき、児童との信頼関係の上に立って援助及び生活指  
導を行うこと。  

（2） 

（3） 援助及び生活指導を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し  
懇切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意す  

（4） 入居者負担金を徴収した場合は、それを適正に処理す  

と
 
 

こ
と
 
 

る
る
 
 
 

ともに、これ   



に関連する諸帳簿を整備すること。また、事業運営に係る会計に関する諸  
帳簿を整備すること。  

L亘 

自立に向けた指導が必要な児童に対し、就労先の開拓や住居の確保、警察  
等関係機関との調整、退所者のトラブル相談などに対応している場合には  
一層の体制整備を図ること。  

（4） （略）  

（5） 事業者ヰま、鋤こ掲げる措置  
を講じること  

徹底しなければ  待等を行ってはならない   入居児童に  に対し  

ならない  

い  

なければならない  
入居児童の状況等について、定期的（6ケ  らの求めに応じ  （6） 都道府県か  

第11経 費  

第10入居児童の費用負担   
この他共通細こ  

っ  

第11経費 （1） 国は、予算の範囲内において、者幽こ掲げる事業  奉書奉？華甲こ甲す予麿！！号」 

．  

するものと  別に定めるところによ  した費用  のために支  について  生事務次  生省発児  平成11  年4月30日  担．金につ  
るものとする  知）によ   

道府県が、第6の⑦に掲げる事業のた  （2） 国は、予算の範囲内において  
めに支由した費用について、岬こより補助するものとす  

る。  

第12 経過措置  
児 童自立生活援助事業  1日において現に  1年4月  

′ く＿ －   



は、叩こ定めることで  
よいものとする。   



（資料14）  
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基幹的職員研修事業実施要綱（案）  

第1 目 的  

社会的養護を必要とする子どもの数が増加し、虐待等子どもの抱える背景の多  

様化が指摘されている中、今日の社会的養護において、施設に入所している児童  

及びその家庭への支援の質を確保するためには、その担い手である施設職員の専  

門性の向上を図り、計画的に育成するための体制を整備する必要がある。  

このため、自立支援計画等の作成及び進行管理、職員の指導等を行う基幹的職  

員（スーパーバイザー）を養成するための研修を実施し、施設における組織的な  

支援体制の確保と人材育成を可能とすることを目的とする。  

第2 実施主体  

この事業の実施主体は、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。以  

下同じ。）とする。なお、都道府県は、当該事業を適切に実施することができる  

と認めた者に委託して実施することができる。   

第3 基幹的職員の業務内容   

（1） 入所児童の支援計画の進捗状況の把握、見直しなどケースマネージメント  

とその進行管理を行う。   

（2） 地域の社会資源等について理解し、関係機関との連携において中心的な役  

割をはたす。   

（3） 職員に対する適切な指導・教育（スーパーバイズ）及び職員のメンタルヘ  

ルスに関する支援を行う。  

第4 受講対象者  

基幹的職員研修の受講対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。   

（1） 児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、母  

子生活支援施設（以下「対象施設」という。）の職員である者。   

（2） 対象施設等における、直接支援や相談支援などの業務の実務経験がおおむ  

ね10年以上の者。   

（3） 人格円満で児童福祉に関し相当の知識・経験を有する看であるとして、施  

設長が基幹的職員の候補者として適任であるとして推薦した者。  
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第5 実施内容   

（1） 研修の申込み  

対象施設の施設長は、第4に該当する者の推薦書を添えて、受講申込書を  

都道府県に提出すること。   

（2） 研修の方法及び内容  

－190－  

雷  



①．講義及び事例を用いた演習により行う  

児童福祉に係る基礎的知識は、すでに習得していることを前提とした内容   

とすること。また、演習は現場での課題などを中心に構成し、実践において   

活用が期待できるテーマを設定すること。  

② 前期と後期に分けて研修を行う（各2日程度）  

前期の研修ではスーパービジョンを行う上で必要な専門的知識・技能を学   

び、現場で実践を行い、後期の研修ではその実践における課題を解決するた   
めの知識や技能の習得を図ること。  

③ 講義及び演習は、以下の内容の研修を行う  

・施設の管理・運営（マネージメント）に関すること  

・職員への指導（スーパーバイズ）やメンタルヘルスに関すること  

・子どもの権利擁護に関すること  

・施設における日常的なケアに関すること  

・施設における専門的なケア（心理治療等）に関すること  

・子どもの発達に関すること  

・アセスメントに関すること  

・ケースカンファレンス、チームアプローチに関すること  

・家族支援やソーシャルワークに関すること  

・関係機関との連携に関すること  

・社会的養護における高度な専門性を必要とする知識や援助技術に関する  

こと  

・その他基幹的職員に必要と思われる内容に関すること  

l：3） 研修講師  

研修講師については、国が行う研修指導者養成研修を修了している者その  

他児童福祉に関する見識を有し、上記の講義及び演習を適切に実施できる者  

とすること。  

第6 修了認定   

（1） 都道府県は、基幹的職員研修の課程を修了した者に対して、修了認定を行  

うこと。   

（2） 都道府県は、基幹的職員研修の課程を修了した者に対して、修了証書を交  

付すること。なお、基幹的職員研修の実施を他の機関に委託している場合に  
は、委託先が行う評価に基づいて都道府県が修了認定を行い、修了証書を交  

付すること。   

（．3） 都道府県は、修了証書を交付したときは、その旨を適当な方法により記録  

しておくこと。   

（4） 都道府県は、基幹的職員の専門性の維持・向上に努めること。また、必要  
が認められる者については、基幹的職員研修の再受講の指示を行うこと。  

－19卜   



第7 経費の補助  

国は、都道府県が基幹的職員研修事業のために支出した費用たっいて、別に定  

めるところにより予算の範囲内で補助を行うものとする。  

第8 その他  

平成21年度について、都道府県は、研修実施計画案を、策定後速やかに厚生  

労働省に対し提出すること。′  
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児童家庭支援センターの設置運営について（一部改正案新旧表）  

新（案）  

平成10年5月  
児．発 第 3 9  

平成10年5月18日  
児 発 第 3 9 7 号   

【一部改正】平成18年4月3日雇児発第0403013号  
【一部改正】平成00年○月○日雇児発第○号  

目
号
 
 

8
 
 

7
 
 

1
 
 

【一部改正】平成18年4月3日雇児発第0403013号  

都道府県知事   

指定都市市長  
殿  都道府県知事   

指定都市市長  
殿  

厚生省児童家庭局長  
厚生省児童家庭局長  

児童家庭支援センターの設置運営について   児童家庭支援センターの設置運営について   

児童福祉の向上については、かねてから特段のご配慮を煩わしているところであ  
るが、児童福祉法等の一部を改正する法律（平成9年法律第74号）により、新た  
に児童家庭支援センターが創設されることとなった。当該施設における設備及び運  
営に関する基準は、児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）によるほ  
か、別紙のとおり「児童家庭支援センター設置運営要綱」を定めたので、その適正  
かつ円滑な運営を図られたく通知する。  

児童福祉の向上については、かねてから特段のご配慮を煩わしているところであ るが 
、児童福祉法等の一部を改正する法律（平成9年法律第74号）により、新た  

に児童家庭支援センターが創設されることとなった。当該施設における設備及び運  
営に関する基準は、児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）によるほ  
か、別紙のとおり「児童家庭支援センター設置運営要綱」を定めたので、その適正  
かつ円滑な運営を図られたく通知する。  

（別紙）  

児童家庭支援センター設置運営要綱   

1 目 的   
児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児  

童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの根談に応じ、必要な助言を   
行うとともに、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、あわせ   
て児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い、地域の児童、   
家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。  

（別紙）  

児童家庭支援センター設置運営要綱   

1 目 的   
児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児  

らの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とする  
を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言皇  

童に関する家庭その  
ものに応じ、必要な  

を要する児童又はその保護者に対する指導を  
福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い、   

の他必要な援助を行うほか、保護  
行い、あわせて児童相談所、児童  
地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。   

2 設置及び運営の主体   
設置及び運営の主体は、地方公共団体並びに民法（明治29年法律第89号）   

34条の規定により設立された法人及び社会福祉法人等であって、都道府県知  
事（指定都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談  

2 設置及び運営の主体   
設置及び運営の主体は、地方公共団体並びに民法（明治29年法律第89号）   

34条の規定により設立された法人及び社会福祉法人とする。  

（
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・ム■ミ且・ト⊥・いミニL⊥！⊥J＿忙」⊥．＿⊥守揖正長却．L・二・立礼十や弘⊥土こ⊥  
旦碍導委託先としても適切な水準の専門性を有する機関であると認めた者と竺   
皇」＿   

3 頁援体制の確保   
児童家庭支援センターは、雫保革児童及び要支援児童の相談指導に関する知   

見や経験を有L 夜間・緊急時の対応空一時保護等を迅速かつ適切喧行うこ  
土・L二：．．巳」し土」且軋址吐⊥＿山⊥息単組吐軋且＿豊里土⊥也⊥ル蓮週一旦  
皿 

4 事業内容等   
児童家庭支援センターは、以下に定める事業を実施する。  

3 児童福祉施設への附置  
児童家庭支援センターは、児童福祉施設の相談指導に関する知見や、夜間・   

緊急時の対応、一時保護等に当たっての施設機能の活用を図る観点から、乳児   
院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立   
支援施設に附置する。   

4 事業内容等  
児童家庭支援センターは、以下に定める事業を実施する。  

（1）地域・家庭からの相談に応ずる事業  
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、」卿ら  

の相談に応じ、必要な助言を行う。  

（1）地域・家庭からの相談に応ずる事業  
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき  児童に関する家庭その他か   

らの相談のうち、宰牌に応じ、必要な助  
言を行う。  

⊥岬こ応ずる事業  
市町村の求めに応じ、技術的岬  

⊥旦⊥都道府県（児童相談所）からの受託による指導  
児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施   

設を退所後間もない児童などし継続的な指導措置が必要であるとされた児童   
及びその家庭について、指導措置を受託して指導を行う。  

⊥生L関係機関等との連携・連絡調整  
児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、児童相談所、市町村   

福祉事務所、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会、民生委員、児童委   
員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所   
市町村保健センター、精神保健福祉センター、教育委員会、学校等との連絡  
調整を行う。   

5 事業の実施   
事業の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。  

（1）～（2）  

（略）  

（3   

をし、問題点の明確化を図る。卑お、御しない軽微   
な相蜘  

（4）～（5）  

（略）  

（2）都道府県（児童相談所）からの受託による指導  
児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性があり、継続的   

な指導措置が必要であるとされた児童及びその家庭について、指導措置を受   
託して指導を行う。  

（3）関係機関等との連携・連絡調整  
児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、福祉事務所、児童福   

祉施設、民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安   
定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、   
教育委員会、学校等との連絡調整を行う。  

5 事業の実施   

事業の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。  

（1）住民の利用度の高い時間に対応できる体制を採るよう配慮するものとする。  
（2）支援に当たっては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、  

懇切を旨としなければならない。  
（3）児童、牌応じる場合に   

は、必要に応L 訪問等の方法により積極的に児童及び家庭に係る状況把握  
をし、問題点の明確化を図る。   

（4）当該児童及び家庭に係る援助計画を作成し、これに基づく援助を行うなど、  
計画的な援助の実施を図る。  

（5）処遇の適正な実施を図るため、相談者に係る基礎的事項、援助計画の内容  
及び実施状況等を記録に止める。  

なお、個人の身上に関する秘密が守られるよう、記録は適切に管理するも  
のとする。  

（6）援助計画の作成に当たっては、問題点の把握、援助目標・援助方法を明確  （6）援助計画の作成に当たっては、問題点の把握、援助目標・援助方法を明確  

ムーー・お ムーnた二Jlb  r グ‘‾－ ニーニ▼ JL出撃ゝiピー  ‾＝■こ∴オーこふ」至二≠L二；も  ’～  ‾＼d亡ぶヂ∈完こ「主ご≒＿イ管  
、   



にし、これに基づく計画的な処遇を行うとともに、随時計画の再評価を行う  
ものとする。また、必要に応じて関係機関との連絡・調整を図り、それぞれ  
の役割分担についても計画に盛り込むこと。   

特に児童相談所からの指導委託を受託する場合には、児童相談所の指導の  
下援助計画を作成する等、児童相談所の処遇指針との整合性を図る。  

にし、これに基づく計画的な処遇を行うとともに、随時計画の再評価を行う  
ものとする。また、必要に応じて関係機関との連絡・調整を図り、それぞれ  
の役割分担についても計画に盛り込むこと。   

児童相談所からの指導委託を受託する場合には、児童相談所の指導の下援  

助計画を作成する等、児童相談所の処遇指針との整合性を図る。   
また、市町村の求めに応じ、解こは  

市町村や市町村が設置する要保護児童対策地域協議会と共同して援助計画を  

作成し、役割分担を明確にする。  
（7）児童相談所から指導委託を受けた時は、正当な理由がないかぎり、これを   

拒んではならない。  
（8）児童相談所から指導委託を受けた事例について、訪問等の方法による指導  

た時又は市町村の求捌こ応ずる時は、正当  （7）児童相談所から指導委託を受け   

況  
を求めるなど、児童相談所と密接な連絡をとるも  

を行い、定期的にその状  
児童相談所の指示及び助  
のとする。   

［：コ  

（9）夜間等の緊急の相談等に迅速に対応できるよう、あらかじめ、必要な関係   
機関等との連絡方法等の対応手順について附置される施設、児童相談所等の   
関係機関等と協議の上、定めるものとする。  

（10）附置される児童養護施設等は、緊急時等において当該施設で実施する在宅   

（9）夜間等の緊急の相談等に迅速に対応できるよう、あらかじめ、必要な関係   
機関等との連絡方法等の対応手順について児童福祉施設、 児童相談所等の関   

係機関等と協議の上、定めるものとする。  
（10）  

（削除）   

（11）児童相談所と常に密接な連携を図り、児童相談所による技術的支援及び他   
の関係機関との連携に係わる仲介、調整等の協力を受けるものとする。  

福祉事業等の利用及び児童相談所からの一時保護委託が可能となるよう体制   
を確保しておくものとする。  

（11）児童相談所と常に密接な連携を図り、児童相談所による技術的支援及び他   
の関係機関との連携に係わる仲介、調整等の協力を受けるものとする。  

平成17年2月   児童相談所と児童家庭支援センターとの連携については  平成00年○月   児童相談所と児童家庭支援センターとの連携については  
14日雇児発第通知0214003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通   
知「児童相談所運営指針の改定について」による。  

（12）相談を受けた場合等は、訪問や適所等の方法による援助をはじめ、必要に   
応じ関係機関との調整を図る等、柔軟かつ速やかに必要な援助活動を展開す   
るものとする。  

なお、複雑・困難及び法的対応を必要とするような事例については、児童   
相談所等の関係機関に通告またはあっせんを行う。  

（13）相談の実施に当たっては、母子自立支援員、婦人相談員、家庭相談員、児   
童委員等との連携を図り、例えばこれらの相談員等が同一日に相談に応ずる   
「総合相談日」等を設ける等の配慮を行うものとする。  

（14）児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整を行うに当たっては、支援を迅   
速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。  

00日雇児発第通知00号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童相   
談所運営指針の改定について」による。  

（12）～（14）  

（略）  

6 職員の配置等  
（1）児童家庭支援センターの運営管理責任者を定めるとともに、次の職種の職  

員を配置するものとする。  

6 職員の配置等  
（1）児童家庭支援センターの運営管理責任者を定めるとともに、次の職種の職  

員を配置するものとする。   
ア 相談・支援を担当する職員（旦旦）  

児童福祉法第13条第2項各号のいずれかに該当する者。児童福祉事業  
の実務経験を十分有し各種福祉施策に熟知していることが望ましい。  

なお、児童福祉施設等に附置している場合はし入所者笠の直接処遇の業  
務は行わないものであること。  

イ 心理療法等を担当する職員（L丞）  

1名及び非常勤1名）  ア 相談・支援を担当する職員（常勤  
児童福祉法第13粂第2項各号のいずれかに該当する者。児童福祉事業   

の実務経験を十分有し各種福祉施策に熟知していることが望ましい。   
なお、附直される児童養護施設等入所者の直接処遇の業務は行わないも   

のであること。  

イ 心理療法等を担当する職員（非常勤1名）   



児童及び保護者に対し、心理学的側面からの援助を行う。  

（2）職員の責務  

ア 職員はその職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守  

らなければならない。（児童福祉法第44条の2第3項）   
イ 職員は、児童家庭支援センターの果たすべき役割の重要性に鑑み、各種  

研修会及び異種職との交流等あらゆる機会をとらえ、相談・支援等の技術  
等に関し自己研鎖に努めるものとする。   

7 児童家庭支援センターの設備  
次の設備を設けるものとする。   
ただし、附置される児童福祉施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障   

が生じない場合には、附置される施設と設備の一部を共有することは差し障え   
ない。   

なお、設備については利用者の個人の身上に関する秘密が守られる、よう十分   
配慮するものとする。  

（1）相談室・プレイルーム  

（2）事務室  

（3）その他必要な設備   

8 広報等について   
児童家庭支援センターの利用促進を図るため、その目的や利用方法等につい   

て、地域住民が理解しやすいように工夫された広報活動を積極的に行うものと   

する。   
また、児童家庭支援センターの所在が利用者に明確に把握されるように、そ   

の所在を掲示版等により表示すること。   

9 経費の補助   
国は、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）が児童家庭支援   

センターの運営のために支出した費用について、別に定めるところにより補助   

するものであること。  

児童及び保護者に対し、心理学的側面からの援助を行う。  

（2）職員の責務  
（略）  

7 児童家庭支援センターの設備  
次の設備を設けるものとする。  
ただし、児童福祉施設等に附置している場合は、入所者豊の処遇及び当該施   

設の運営上支障が生じない場合には、附置される施設と設備の一部を共有する   
ことは差し障えない。  

なお、設備については利用者の個人の身上に関する秘密が守られるよう十分   

配慮するものとする。  
（1）相談室・プレイルーム  

（2）事務室  

（3）その他必要な設備   

・8 広報等について  

（略）  

9 経費の補助  

（略）  

（参考）援助計画の作成及び再評価の流れについて   

（援助計画の内容）  

・個々の児童、保護者等に対する援助の選択（児童、保護者等の意向及び具体   
的援助を行う者の条件を考慮し、その児童に最も適合する援助を選択する。）  

・具体的援助の指針（援助の目標、児童の持つそれぞれの問題に対する指導方   
法、児童の持つ良い面の伸ばし方、児童の周辺にある保護者等に対する指導方   
法、その他必要な留意点等具体的かつ広範にわたり行う。）   

（援助計画の作成及び再評価の流れ）  

1．相談による問題点の把握（主訴から隠れた問題を探る）  
2．援助目標の設定  
3．援助方法の明確化（留意点及び関係機関との役割分担を含む）   

（参考）援助計画の作成及び再評価の流れについて  

（略）  
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4．援助計画の再評価（援助の実施に伴う新たな問題点の発見及び援助方法   
等）。   

（具体的事例）  

1．相談による問題点の把握  
子ども（乳児）の夜泣きが止まらず因っている。（母親からの電話による主   

訴）   

母親は育児方法が分からず子どもを虐待している疑いがある。（面接を重ね   
た結果隠れた問題が判明）  

現在のところ、在宅での援助により経過を見ることとする。（援助の選択）  
2．援助目標の設定  

母親が育児に自信を持ち、安定した母子関係が形成されることを援助目標   

とする。  
3．援助方法の明確化  

向こう3か月は、児童家庭支援センターに週一回来所させ、育児上の具体的   
な助言を行う。  

さらに、二週間に一度家庭訪問を行って、より具体的な助言を行う。  
なお、場合により、母の育児力回復のため、1週間程度のショートステイの   

活用を検討する。  
3か月後、経過良好であれば、2週間に1回の来所、1か月に一度の家庭訪   

問とする。   
（留意点）  

この母親の場合、高圧的な態度だと助言を受入れない。助言に当たっては  
受容的態度に留意する。   

4．援助計画の再評価   

家庭訪問により、子ども及び母親の偏食が見られ、また家庭が不衛生な状態   
であることが判明したため、当分の間、保健師が訪問指導を行うこととし、   
双方が情報交換を行いながら援助していくこととする。   



児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱新旧対照表  
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別 紙  

児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交   

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和ヨ0年法律第179   

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。   

以下「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年  

厚生省  

労働省  
令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる児童虐待防止対策等支援事業及びDV・女性保護   

対策等支援事業の実施に要する経費に対し補助金を交付し、もって地域における児童虐待  

・DV対策等の一層の普及促進を図ることを目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日雇児発第1111001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の1に定   

める次の事業とする。  

剋塗  

（⊥）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童虐待防止対策支援事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行うひきこもり等児童福祉対策事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童家庭支援センター運営事業  

剋塵  

別 紙  

児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交   

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179   

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。   

以下「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年   

厚生省  

令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  
労働省   

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる児童虐待防止対策等支援事業及びDV・女性保護   

対策等支援事業の実施に要する経費に対し補助金を交付し、もって地域における児童虐待  

・DV対策等の一層の普及促進を図ることを目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日雇児発第1111001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の1に定   

める次の事業とする。   

（1）都道ノ庁県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童自立生活援助事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童虐待防止対策支援事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行うひきこもり等児童福祉対策事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童家庭支援センター運営事業  

（且）中核市（児童相談所設置市を除く。）及び市（指定都市、中核市及び児童相談所設  

置市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う児童家庭支援センター運営モデル事  

業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う里親支援機関事業  

（ヱ）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う地域生活・自立支援事業（モデル   

事業）   

（且）都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が行う身元保証人確保対策事業   

都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う里親支援機関事業  

都道府県、措定都市及び児童相談所設置市が行う地域生活・自立支援事業（モデル  

都
 

指定都市及び児童相談所設置市が行う基幹的職員研修事  府
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道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が行う身元保証人確保対策事業  



（旦）市及び福祉事務所を設置する町村が行う身元保証人確保対策事業（母子生活支援施  

設分に限る。）に対して都道府県が補助する事業  

（旦）都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市及び市が行う婦人相談員活動強化  

事業  

（』）都道府県が行う売春防止活動・DV対策機能強化事業   

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、次により算出された額の合   

計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1，000円未満の端数が生じた場合に   

は、これを切り捨てるものとする。  

（1）3の（旦）以外の事業   

ア 別表の第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。   

イ アにより選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（且）の事業  

（1）のアに準じて選定された額に4分の3を乗じて得た額の合計額と、都道府県が   

補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

（交付額等の下限）  

5 4で定める算定方法により算出された補助金の交付額が、194千円に満たない場合に   

は、交付の決定を行わないものとする。  

（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1） 別表第1欄に定める区分ごとの事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額  

のいずれか低い額の30％以内の変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承  

認を受けなければならない。  

（2） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く．）をする場合には、厚生労働大臣の承認を  

受けなければならない。  

（3） 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならな  

い。  

（4） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具  

については、適正化法施行令第14粂第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に  

（旦）市及び福祉事務所を設置する町村が行う身元保証人確保対策事業（母子生活支援施   

設分に限る。）に対して都道府県が補助する事業  

（遁）都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市及び市が行う婦人相談員活動強化   

事業  

（11）都道府県が行う売春防止活動・DV対策機能強化事業  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、別表の第1棚に定める区分ごとに、次により算出された額の合   

計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1，000円未満の場数が生じた場合に  

は、これを切り捨てるものとする。  

（1）3の（旦）以外の事業‘   

ア 別表の第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。   

イ アにより選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（旦）の事業  

（1）のアに準じて選定された額に4分の3を乗じて得た額の合計額と、都道府県が   

補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

（交付額等の下限）  

5 4で定める算定方法により算出された補助金の交付額が、194千円に満たない場合に   

は、交付の決定を行わないものとする。  

（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1） 別表第1欄に定める区分ごとの事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額  

のいずれか低い額の30％以内の変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承  

認を受けなければならない。  

（2） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を  

受けなければならない。  

（3） 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならな  

い。  

（4） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具  

については、適正化法施行令弟14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に  

’1『  
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定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の  

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（5） 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ  

の収入の全部又は一部を崖庫に納付させることがある。  

（6） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても  

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな  

らない。  

（7） この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による  

調書を作成し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはそ  

の承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。  

（B） 都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合に  

は、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなけ  

ればならない。  

（9） 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（2）から（7）  

に掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（2）から（3）及び（5）中「厚生労働大臣」とあるのは「都  

道府県知事」と、「匡I庫」とあるのは「都道府県」と、（4）中「厚生労働大臣の承  

認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、（7）中「補助金」とあるのは「間接補  

助金」と読み替えるものとする。  

（10）（9）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ厚生  

労働大臣の承認を受けなければならない。  

（‖） 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第2による申請書及び関係書類を都道府県知事が別に定める日まで   

に都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記の申請書を受理したときは、必要な審   

査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、毎年度8月末日までに厚生労   

働大臣に提出するものとする。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第3による申請書および関係書類を毎年度8月末日までに厚生労働大臣に提  

出して行うものとする。   

定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の  

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（5）  厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ  

の収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（6） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても  

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな  

らない。  

（7） この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による  

調書を作成するととも㈱哩し、かつ  

調革及嘩を事業完了の目（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその  

承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。  

（8） 都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合に  

は、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなけ  

ればならない。  

（9） 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（2）から（7）  

に掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（2）から（3）及び（5）中「厚生労働大臣」とあるのは「都  

道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（4）中「厚生労働大臣の承  

認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、（7）中「補助金」とあるのは「間接補  

助金」と読み替えるものとする。  

（10）（9）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ厚生  

労働大臣の承認を受けなければならない。  

（11） 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）．  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第2による申請書及び関係書頬を都道府県知事が別に定める日まで   

に都道府県知事に捷出し、都道府県知事は、前記の申請書を受理したときは、必要な審   

査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、毎年度8月末日までに厚生労  

働大臣に提出するものとする。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第3による申請書および関係書頬を毎年度8月末日までに厚生労働大臣に提  

出して行うものとする。  
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（変更申請手続）  

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、7に定める申請手続きに従い、毎年度1月末日までに行うものとする。  

（変更中諸手続）  

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、7に定める申請手続きに従い、別紙様式第4による申請書および関係   

豊艶皇毎年度1月末日までに行うものとする。  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実債報告）  

11 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第Aによる報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県知  

事に提出し、都道府県知事は、前記の報告書を受理したときは、必要な審査を行い、適  

正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（6の（3）により事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算し  

て1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第旦による報告書を、翌年度4月10日（6の（3）により事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返還）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実横報告）  

11この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等   

．の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第且による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県知  

事に提出し、都道府県知事は、前記の報告書を受理したときは、必要な審査を行い、適  

正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（6の（3）により事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算し  

て1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第旦による報告書を、翌年度4月10日（6の（3）により事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返還）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。  
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剋＿陰   且り＿睦  児童虐  児意自立生・  
児童虐  剋睦  事業に 必／  

1／2  

待防止  
待防止  
対策等  対策等  
支援事  ト給料・、報†  

支援事  
業   

業   曹．旅曹、  
1l上白立牛活揺  

別製木管、  

1か所当たり3．696．000  

（年度i余中の開始、又は中止等の土A  曹卜委託若  

月栢308．000円（1月未満の土合は1月とす  

2対外関係∋。  

（1）射象人員10人以上  

1か所当たり3．556．000  

（年度途中の開始又は中止の場合  

月楯296tOOO円（1月未Yの場合は1月‾  

（2）対象人員10人未満  

1か所当たり2．573．000  

（年度i余中の開始、又は止のA  

月額214．000円（1、の土合は1月と  

児童虐待防止対  児童虐   児童虐待防止対  
児童虐   
待防止  策支援事業に必要  待防止  策支援事業に必要  

対策支  な報酬、旅費、需  対策支  な報酬、旅費、需  

用費（消耗品費、  援事業   
用費（消耗品賢、  

援事業   教材費、印刷製本   教材費、印刷製本   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  
1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  



費）、貸金、備品購  
入費、役務費（通信  

運搬費）、報償費、  
委託料、使用料及  
び貸借料   

費）、賃金、備品購  

入費、役務費（通信  

運搬費）、報償費、  

委託料、使用料及  
び賃借料  

327．000円  

2児童相談所カウンセリング強化事業   

児童相談所1か所当たり  

・「カウンセリング強化事業のみ実施する場合」  

706．000円  

イカウンセリング強化事業」に加え「家族療法事業」を   

実施する場合   

乙699．000円  

3 医療的機能強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

M．000円  

4法的対応機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

558，000円  

5スーパーバイズ・権利擁諌機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

511，000円  

6 専門性強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

269tOOO円  

7 一時保護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

過串．000円  

8市町村及び民間団体との連携強化事業  

・市町村及び要保護児童対策地域協議会への支援   

児童相談所1か所当たり  

3，708．000円  

・民間団体との連携  

軍6．000円  

2児童相談所カウンセリング強化事業   

児童相談所1か所当たり  

・「カウンセリング強化事業のみ実施する場合」  

706．000円  

・「カウンセリング強化事業」に加え「家族療法事業」を   

実施する場合  

乙69乳0（氾巴  

3医療的機能強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

之，156月00円  

4 法的対応機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

558，000円  

5スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

511，000円  

6 専門性強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり   

；江2．000円  

7 一時保護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり   

廊己層協力邑種別組  

8市町村及び民間団体との連携強化事業  

・市町村及び要保葎児童対策地域協議会への支援   

児童相談所1か所当たり  

旦．342．000円  

・民間団体との連携  



1都道府県（指定郡市又は児童相談所設置市）当たり  

962，000円  

9 24時間・365日体制強化事業   

児童相談所1か所当たり  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

96Z，000円  

9 24時間・365日体制強化事業   

児童相談所1か所当たり  

l  l   】  1  】   

l   】   5，637，000トり  】  ー   l  l  

10児童福祉司任用資格取得のための研修  10児童福祉司任用資格取得のための研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

12、＝  

①メンタルフレンド活動費  ①メンタルフレンド活動費  

訪問1日当たり乙芸拉巴  訪問1日当たり乙巨旦旦巴  

②事業実施前研修会費174β00円  ②事業実施前研修会費174β00円  

1回当たり33，000円  1回当たり33，000円  

2ひきこもり等児童宿泊等指導事業  2ひきこもり等児童宿泊等指導事業  

児童1人当たり日額3，570円  児童1人当たり日額3．570円  

児童1人当たり日額2．100円  児童1人当たり日額2，100円  

3ひきこもり等児童福祉教育連絡会諸費   3ひきこもり等児童福祉教育連絡会諸費   



新  旧  

1回当たり12，200円  1回当たり12．200円  

4 ひきこもり等の子どもの保護者交流事業  4 ひきこもり等の子どもの保護者交流事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

2．000．000円  2，000．000円  

ンクー運営事業に  

年間9．415．000円  年間1Z．g47．000円  

年間9．416．000円  

（年度i余中の開始＿又は中止答の場合）  一年．唐i余申の開始．又は中止等の場合）  

月］栢1．078．000円  月細784．000円  

月額784．000円  

（1月未満の塊合は1月♪する）   （1月未満の場合は1月とする）   

1か所当たり 200．000円  1か所当たり 200，000円  

年間9、415．000円  

（年度i余中の開始、又は中止尊 

月拓784．000円  

（1月未満の場合は1月とす  
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里親支援機関事  
業に必要な貸金、  
報償費、旅費、需  
用費（消耗品費、印  

刷製本資）、役務費  
（通信運搬習）、委  
託料、使用料及び  
貸借料   

里親支援機関事  
業に必要な貸金、  
報償費、旅費、需  
用費（消耗品費、印  

刷製本費）、役務費  
（通信運搬費）、委  

託料、使用料及び  
貸借料  

次により算出された額〃合計額  

1里親制度普及促進事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

4．002．000円  

2 里親委託推進・支援等事業   

1か所当たり  

7．683．000円  

次により算出された額の合計額  

1里親制度普及促進事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

3．995．000円  

2 里親委託推進・支援等事業   

1か所当たり  

7mOO円  

（経過措置分）里親支援事業  

次により算出された額の合計額  

1基礎研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

512．000円  

2 専門里親研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

1，312，000円  

3 里親養育相談事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

924．000円  

4 里親養育援助事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

8，435，000円  

5 里親養育相互援助事業  

1か所当たり  

510．000円  

（経過捨置分）里親支援事業  

次により算出された額の合計額   
里親支援事業に  

必要な報酬、貸金、  
報償費、旅費、需  
用費（消耗品費、印  

刷製本費）、役務費  
（通信運搬費）、委  
託料、使用料及び  
賃借料  

里親支援事業に  
必要な報酬、貸金、  
報償費、旅費、需  
用費（消耗品賛、印  

刷製本費）、役務費  

（通信運搬費）、委  
託料、使用料及び  
貸借料  

1基礎研修   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

512，000円   

2 専門里親研修   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

1，312．000円   

3 里親養育相談事業   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

924．000円   

4 里親養育援助事業   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

8，435，000円   

5 里親養育相互援助事業  

1か所当たり  

510，000円  
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（経過措置分）里親委託推進事業  
里親委託推進事   里親委託推進事  （経過措置分）里親委託推進事業  



新  旧  

業に必要な報酬、  ▼、丈  

貸金、報償費、旅  貸金、報償費、旅  

児童相談所1か所当たり  費、需用費（食桂  児童相談所1か所当たり  費、需用費（食糧  

費、消耗品費、印  費、消耗品費、印  

4，315．000円  刷製本費）、役務賛  
4，315，000円   別製本費）、役務費  

（通信運搬費）  
（通信運搬費）  

地域生活・自立支  地域生  地域生活・自立支  
地域生  

援事業（モデル事  括・自  壊事業（モデル事  

括・自  
業）に必要な報酬、  立支援  業）に必要な報酬、  

立支援  
給料、職員手当  給料、職員手当  

事業 （モデ   等、共済費、報償   
事業 （モデ  等、共済費、報償  

費、旅費、需用費  ル事  1か所当たり  費旅費需用費   
ル事  1か所当たり  

（消耗品費、印刷製  業）  
（消耗品賛、印刷製  

業）  

7905000円  本費、食糧費、光  7．904．000円  本費、食糧費、光  

熱水費）、役務費  （年度途中の開始、又は中止等の場合）  
熱水費）、役務費  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）  （通信運搬費）、使  （通信運搬費）、使  

用料及び貸借料、  月額鎚温良【迫巴  用料及び貸借料、  
月額鎚且題迫巴  

備品購入費  備品購入費  

2初度調弁費  
2初度調弁費  

1か所当たり  
1か所当たり  

420，000円  
420，000円  

基詮姐  に上り宜出した額のA喜  
基幹的職員研修  

亜且亜  
董に必蓉な報  

塵主星  曹．旅曹、需  
（飢別製本替L使  

1都道府 県（指定都丸児書相談所設宥市）当たり  
用量及び督借料、  
旦金  

亘遮』迫巴  

身元保証人確保  身元保 証人確  
身元保証人確保  

身元保  対策事業に必要な  
対策事業に必要な  

言正人確  
役務費（保険料）   保対策  役務費（保険料）   

保対策  
福祉事  事業   福祉事  

事業   

務所を  施設退所児童等の保険対象者1人当たり  務所を  
施設退所児童等の保険対象者1人当たり  

設置す  10，560円  設置す   
10，560円  

._I 
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2賃貸住宅等の貸借時の連帯保証  
2賃貸住宅等の賃借時の連帯保証  

施設退所児童等の保険対象者1人当たり  
施設退所児童等の保険対象者1人当たり  

る町村  19，152円  
19，152円  

る町村  
都道府  

都道府  

県が捕  
県が補  

助する  
助する  

場合  
場合  

2／3  
2／3  

婦人相談員活動  DV・女  次により算出された額の合計額  
婦人相談員活動  

DV・女  次により算出された額の合計額  
性保護  

強化対策費のため  性保護  強化対策費のため  

対策等  
に必要な報酬（婦  対策等  

に必要な報酬（婦  

人相談員手当につ  支援事  
人相談員手当につ  

支援事  いての歳出予算の  業   
いての歳出予算の  

業   
節を給料又は貸金  （1）婦人相談員手当  

節を給料又は貸金  

（1）婦人相談員手当  としている場合は、  
としている場合は、  

厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の数の範  
厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の数の範  

賃金とする。）、旅  
貸金とする。）、旅  

園内における各月現員延数に1姐必迫巴を乗じて算  
囲内における各月現員延数に土地』迫巴を乗じて算  

費、食槍費、印刷  定した額。  
費、食糧費、印刷  

定した額。  
製本費）、役務費  

製本費）、役務費  

ただし、婦人相談員を月の中途において任免したとき  
ただし、婦人相談員を月の中途において任免したとき  

費   は、上記該当額を限度として都道府県条例又は市条例  
費   

は、上記該当額を限度として都道府県条例又は市条例  

等に定める給与方法により算定した額とすること。  
等に定める給与方法により算定した額とすること。  

（2）婦人相談員活動費  
（2）婦人相談員活動費  

厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の数に都  
厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の歎に都  

道府県においては年額58，000円を、指定都市、中核  
道府県においては年額58，000円を、指定都市、中核  

市、児童相談所設置市及び市においては年額49・00  
市、児童相談所設置市及び市においては年餅49，00  

0円を乗じて算定した額。  
0円を乗じて算定した額。  

ただし、婦人相談員を牛の中途において任免したとき  
ただし、婦人相談員を年の中途において任免したとき  

、その在職期間が6か月未満の場合は年額の1／2の  
、その在職期間が6か月未満の場合は年額の1／2の  

額とすること。  
額とすること。  



売春防  
止活  
動・D  
V対策  
機能強  
化事業  

売春防  
止活  
動・D  
V対策  
機能強  
化事業  

次により算出された額の合計額  

1売春防止活動推進等事業強化対策費  

（1）婦人保護事業啓発普及費   

A型（東京・大阪） 年額604，000円   

B型（北海道・埼玉・神奈川・静岡・愛知・京都・兵庫・  

広島・福岡・長崎・沖縄）  

年額444，000円   

C型（その他の県） 年額 338，000円  

（2）婦人保護施設退所者自立生活援助事業費   

1施設当たり年額1．572．000円に10人を超えた対   

象者1人につき132．060円を乗じて加算し、算定した   

額とすること。  

次により算出された額の合計額  

1売春防止活動推進等事業強化対策費  

（1）婦人保拝事業啓発普及費   

A型（東京・大阪） 年額604，000円   

B型（北海道・埼玉・神奈川・静岡・愛知，京都・兵庫・  

広島・福岡・長崎・沖縄）  

年額 444，000円   

C型（その他の県）年額338，000円  

（2）婦人保護施設退所者自立生活援助事業費   

1施設当たり年額1．544．000円に10人を超えた対   

象者1人につき129．900円を乗じて加算し、算定した   

額とすること。  

婦人保護事業啓  
発普及を行うため  
に必要な報償費、  

需用費（消耗品費、  

食糧費、印刷製本  
費、光熱水費）、備   
品購入費、委託   
料、扶助費   

婦人保護事業啓  
発普及を行うため  
に必要な報償費、  

需用費（消耗品費、  

食糧費、印刷製本  
費、光熱水費）、備   

品購入費、委託   
料、扶助費   

婦人保護施設退  
所者自立生活援助  
事業を行うために  
必要な報酬、貸金、  
旅費、需用費（消耗  

品費、食糧費、印  
刷製本費）、役務費  
（通信運搬費）   

婦人保線施設退  
所者自立生活援助  
事業を行うために  
必要な報酬、貸金、  
旅費、需用費（消耗  

品費、食糧費、印  
刷製本費）、役務費  
（通信運搬費）   

2 配偶者からの暴力対策機能強化事業  

（1）休日夜間電話相談事業   

（∋休日電話相談  

9時～18時（馴春闘実施）  

月額 53，200円   

（診休日夜間部分実施   

18時～22時 月額 26．600円  

‾18時～20時 月額13JOO円   

（診平日夜間部分実施   

18時～22時 月額 57．000円   

18時～20時 月額 28．500円  

（2）配偶者からの暴力被害者保護支援ネットワーク  

2 配偶者からの暴力対策機能強化事業  

（1）休日夜間電話相談事業   

（》休日電話相談  

9時～18時（8時間実施）  

月額 51，600円   

（卦体日夜間部分実施   

18時～22時 月額 25β00円   

18時～20時 月額12．900円   

（診平日夜間部分実施   

18時～22時 月額 55刀00円   

18時～20時 月額 27．5∽円  

（2）配偶者からの暴力被害者保護支援ネットワーク  

婦人相談所で行  
う休日夜間電話相  
談事業を行うため  
に必要な報酬（歳  
出予算の節を給料  
又は貸金としている  
場合は、それぞれ  
給料又は貸金とす  
る。）  

婦人相談所で行  
う休日夜間電話相  
談事業を行うため  
に必要な報酬（歳  
出予算の節を給料  
又は貸金としている  
場合は、それぞれ  
給料又は貸金とす  
る。）  

配偶者からの暴  配偶者からの暴   
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被害者保護支援  
ネットワーク事業に  
必要な報償費、旅  
費、需用費（消耗品  

費、食糧費、印刷  
製本費）  

配偶者からの暴  
力相談担当職員の  
研修に必要な報償  
費、旅費、需用費  
（消耗品費、印刷製  

本費）、使用料及び  

貸借料   

被害者保護支援  
ネットワーク事業に  
必要な報償費、旅  
費、需用費（消耗品  

費、食権費、印刷  
製本費）  

配偶者からの暴  
力相談担当職貝の  
研修に必要な報償  
費、旅費、需用費  
（消耗品費、印刷製  

本費）、使用料及び  

賃借料   

修に必要な報償  

曹＿旅曹、需用曹  
（消耗品費．印刷製  

太替）＿役・籍曹（通  

金   

事業  

年額 815，610円  

事業   

年額 815．610円  

（3）配偶者からの暴力相談担当職員研修費  

年額 79，㍑0円  

（3）配偶者からの暴力相談担当職員研修費  

年額 79，330円  

（4）車門通訳者善成研修  

年循 684540円  

法的対応機能強  
化事業に必要な報  
酬、報償費、旅費、  
需用費（消耗品費、  

印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）   

法的対応機能強  
化事業に必要な報  
酬、報償費、旅費、  
需用費（消耗品費、  

印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）  

（4）法的対応機能強化事業  

年額 713，960円  

（5）法的対応機能強化事業  

年額 713，960円  



（資料17）  

（案）  

雇児発第※※※※※号  

平成21年※月※※日   

各 都道府県知事 殿  

厚生労働省雇用均等∵児童家庭局長  

婦人保護施設における配偶者からの暴力被害者等に  

同伴する児童の対応等を行う指導員の配置について   
，
－
屯
r
 
h
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配偶者からの暴力（以下「DV」という。）等により、婦人保護施設に入所した  

被害者等に同伴する児童（以下「同伴児童」という。）に対する適切な処遇体制を確  
保するため、次のとおり実施方法を定め、平成21年度から実施することとしたの  
で、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。  

1 趣旨   

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（平成13年法律  

第31号）の施行等により、婦人保護施設には、DV被害者等が入所しているが、   

同伴家族として多数の児童も入所している。これらの児童は、保護に至る経過に   

おいて様々な家庭内の混乱に巻き込まれており、DVの目撃による心理的外傷や   
ネグレクト等の不適切な養育の影響から情緒面や行動上の問題を抱えていること   

も多い。こうした児童の状態に応じた個別ケアが必要な状況になっていることか   

ら、保育や学習支援を含めた適切な援助を行う指導員を配置し、同伴児童に対す   

る適切な処遇体制を確保することとする。  

2 対象施設   

別に定める「婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設職員職種別配置基準」（以   

下「配置基準」という。）を満たしており、かつ、同配置基準に基づく職員とは   

別に同伴児童の対応等を行う指導員を配置する婦人保護施設とする。  

3 指導員の配置人数   

上記の対象施設のうち、同伴児童の1日当たりの平均保護人数が、前年度の実  

績等を勘案した実施年度の見込み数において6人以上となる婦人保護施設につい   

ては2名．、1人以上6人未満となる婦人保護施設については1名の指導員を配置   

することができることとする。  
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∠1指導員の要件   

同伴児童の対応等を行う指導員は、児童福祉法第18条の4に定める保育十又   

は児童福祉施設最低基準第43条に定める児童指導員の資格を有する者とする。  

ヱう 運営の留意点等  

（1） 婦人保護施設長は、当該指導員から同伴児童の状態について適宜報告を受  

け、必要に応じて心理療法担当職員による支援を行うこと、また、虐待に関  

するアセスメントや母子に対する支援等について児童相談所及び婦人相談所  

と連携して適切な処遇に努めること。  

（2） 婦人保護施設長は、当該指導員が同伴児童の対応を行うことにより、DV  

被害者等が各種相談や心理療法等を効果的に受けられるようにするととも  

に、自立のための活動等を円滑に行うことができるように努めること。  

（3） 婦人保護施設長は、児童の安全・衛生について十分配慮すること。  

（∋ 経費   

この指導員の配置に要する経費については、平成15年1月29日厚生労働省   

発雇児第0129001号厚生労働事務次官通知の別紙「婦人保護費国庫負担金及び国   

庫補助金交付要綱」によるものとする。  
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別添  

婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設職員職種別配置基準  

総   施  事  主  指  看  栄  調  嘱  

数   設  務  任  導  護  養  理  託  

長   員  指  

導  等   

員   

人  人  人  人  

田  

50人以下  9  1  1  1  1  3  

園  

51～100  10  1  2  1  1  1  3  

田  

長期収容施設     18  1  
2  1   9   1   1   3   
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（注）括弧書きは、非常勤職員の別掲である。  
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［育成環境課関係］  
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平成21年度放課後子どもプラン推進事業費補助金実施要綱 新旧対照表（案）  

改  正  後  現  行  

18文科生第5 8 7号  
雇児発第0330039号  
平成19年3月 3 0 日   

第一次改正 19文科生第611号  
雇児発第0331024号  
平成2 0年3月 31日  

18文科生第5 8 7号  
雇児発第0330039号  
平成19年3月 3 0 日  

第一次改正 19文科生  
。
 1

※
 
 

告
軒
生
 
3
 
 

謂
川
号
巧
 
 

雇児発第0  
平成2 0  

第二次改正 ※ 文 科  

雇児発第   

2
 
 
 

平成 ※  

都道府県知事   

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

文部科学省生涯学習政策局長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

放課後子どもプラン推進事業の実施について  

子どもを取り巻く環境の変化、家庭や地域の子育て機能・教育力の低下が  

指摘される中、放課後等の子どもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図  

る必要があることから、文部科学省及び厚生労働省においては、両省連携の  

下、総合的な放課後対策を推進するため、別紙のとおり「放課後子どもプラ  

ン推進事業実施要綱」を定め、平成19年4月1日より実施することとした  
ので、本事業の適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。   

別紙  現行のとおり（略）   

別添1放課後子ども教室推進事業等実施要綱 （略）   

別添2 放課後児童健全育成事業等実施要綱 現行のとおり（略）  

都道府県知事   

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

文部科学省生涯学習政策局長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

放課後子どもプラン推進事業の実施について  

子どもを取り巻く環境の変化、家庭や地域の子育て機能・教育力の低下が  
指摘される中、放課後等の子どもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図  
る必要があることから、文部科学省及び厚生労働省においては、両省連携の  
下、総合的な放課後対策を推進するため、別紙のとおり「放課後子どもプラ  
ン推進事業実施要綱」を定め、平成19年4月1日より実施することとした  
ので、本事業の適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。   

別紙  現行のとおり（略）   

別添1放課後子ども教室推進事業等実施要綱 （略）   

別添2 放課後児童健全育成事業等実施要綱 現行のとおり（略）  

（
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平成21年度放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱 新旧対照表（案）  
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改  正  案  現  行   

別 表  別 表  

事業  1   2   3   4  事業  ロ   2   3   4  

名   区分   基準額   対象経費  補助率  名   区分   基準額   対象経費  補助率  

放  放  1 放課後児童健全育成事業（放課後児  放課後児  1／3  放  放  1 放課後児童健全育成事業（放課後児  放課後児  1／3  
課  童クラブ）費   童クラブ  課  童クラブ）費   童クラブ  
後  の運営に  後  の運営に  

児   （1）開設日数 250日以上  必要な経  児   （1）開設日数 250日以上  必要な経  

健  健   
コ自己 臼  土ニ 臼   ① 1クラブ（年間平均児童数10～19  費（飲食  

健  健   
童  ＿土亡 臼   ① 1クラブ（年間平均児童数10～19  費（飲食  

人）当たり年額   物費を除  人）当たり年額   物費を除  
全  全   
太  

995，000円×か所数   く。）  全  全   
太  

990，000円×か所数   く。）  
② 1クラブ（年間平均児童数20～35  

日   
日   ② 1クラブ（年間平均児童数20～35  

人）当たり年額  人）当たり年額  

事  事   1，630，000円×か所数  事  事   1，612，000円×か所数  
業  業   ③ 1クラブ（年間平均児童数36～70  業  業   ③ 1クラブ（年間平均児童数36～70  
等  費   人）当たり年額  等  費   人）当たり年額  

等   2，426，000円×か所数  等   2，408，000円×か所数  
④ 1クラブ（年間平均児童数71人以  ④ 1クラブ（年間平均児童数71人以  

上）当たり年額  上）当たり年額  

3，222，000円×か所数  3，204，000円×か所数  
⑤ 開設日数加算額（原則として1日  ⑤ 開設日数加算額（原則として1日  

8時間以上開所する場合）  8時間以上開所する場合）  
13，000円×251日～300日まで  13，000円×251日～300日まで  

の250日を超える日数  の250日を超える日数  
⑥ 長時間開設加算額  ⑥ 長時間開設加算額  
（ア）平日分（1日6時間を超え、かつ  （ア）平日分（1日6時間を超え、18時  

18時を越えて開設する場合）  を越えて開設する場合）  

202，000円×「18時を越える時  199，000円×「18時を越える時  
間」の年間平均時間数  間」の年間平均時間数  

（イ）長期休暇等分（1日8時間を超え  （イ）長期休暇等分（1日8時間を超え  
て開設する場合）  て開設する場合）  

91，000円×「1日8時間を超え  90，000円×「1日8時間を超え  
る酢年間平均時間数  る時間丁万年間平均時間数  

（2）特例分（開設日数200～249日）  （2）特例分（開設日数200～249日）  
① 1クラブ（年間平均児童数20人以  ① 1クラブ（年間平均児童数20人以  

上）当たり年額  上）当たり年額  

1，651，000円×か所数  1，611，000円×か所数  

－
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事業  1   2   3   4  事業  1   2   3   4  

名   区分   基準額   対象経費  補助率  名   区分   基準額   対象経費  補助率  

放  放   ② 長時間開設加算額（1日6時間を  放課後児  1／3  放  放   ② 長時間開設加算額（1日6時間を  放課後児  1／3  
課  課   超え、かつ18時を越えて開設する  童クラブ  課  課   超え、18時を越えて開設する場   童クラブ  
後  後   ⊥日∠ゝ＼ 〃ヤし」／   

の運営に  後  後   合）   
の運営に  

児  イ  児  
二±王二  二亡亡  

イ  
コ±ニ  コ亡こ  202，000円×「18時を越える時   199，000円×「18時を越える時   
健  間」の年間平均時間数   物費を除  健  間」の年間平均時間数   物費を除  

全  く。）  全  
太  

く。）  
女  

日 成   放課後子  目 成   放課後子  
事  事  （1）放課後児童クラブ設置促進事業   ども環境  事  事  （1）放課後児童クラブ設置促進事業   ども環境  

業  業   1事業当たり  7，000，000円  整備事業  業  業   1事業当たり  7，000，000円  整備事業  
等  費  （2）放課後児童クラブ環境改善事業   に必要な  等  費  （2）放課後児童クラブ環境改善事業   に必要な  

等   1事業当たり  1，000，000円  経費  等   1事業当たり  1，000，000円  経費  
（3）放課後児童クラブ障害児受入促進  （3）放課後児童クラブ障害児受入促進  

事業  事業  
1事業当たり  1，000，000円  1事業当たり  1，000，000円  

3 放課後児童クラブ支援事業費   放課後児  3 放課後児童クラブ支援事業費   放課後児  
（1）ボランティア派遣事業   童クラブ  （1）ボランティア派遣事業   童クラブ  

1事業当たり年額   支援事業  1事業当たり年額   支援事業  
454000円×事業数   に必要な  441，000円×事業数   に必要な  

（2）放課後子どもプラン実施支援等事  経費  （2）放課後子どもプラン実施支援等事  経費  
業  業  

1市町村当たり年額 750，000円  1市町村当たり年額 750，000円  
（3）放課後児童等の衛生・安全対策事  （3）放課後児童等の衛生・安全対策事  

業  業  
1市町村当たり年額 584，000円  1市町村当たり年額 584，000円  

（4）障害児受入推進事業  （4）障害児受入推進事業  
1クラブ当たり年額  1クラブ当たり年額  

1，421，000円×か所数  1，421，000円×か所数  

墜資  4 放課後児童指導員等資質向上事業費  放課後児  放資  
＿＝らニ、仁：コ  

課質   
課質  二亡こ指、各員  

後向   都道府県、指定都市、中核市1か所   後向   都道府県、指定都市、中核市1か所   
児上  950，000円   上事業に  児上  1，000，000円   上事業に  

童事  必要な経  童事  必要な経  

指業  費  指業  費  

費  導費  

貝  員  
等   等   
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改  正  案   現  行   

別紙様式1、2  （略）   別紙様式1、2  （略）   

別表1   （略）   別表1   （略）   

別表2  別表2  
1．放課後子ども教室推進事業等 （略）  1．放課後子ども教室推進事業等 （略）  

之．触■牡児暮■全▼成事象事  2放轟礁児暮t全■慮事薫書   

（1）■遍書■分   
（1】■1胃■分   

放す■寛t■●■讐★1R上暮嘉t   ■■徽寛1II●■蠣★暮円上事暮■  

暮－■もI王 虚，■ 一 再≡胃！モ：■ 
【 A 円  円  円  円   円 円  
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d）鸞t■71人－    か静   ゆ兜t●71人－    か桝   
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（ユ〉市町村分  （3）市町村汁  
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改  正  案   現  行   

り り 

課後子ども教室推進事業等 （略）  
課後子ども教室推進事業等 （略）  

2．放課後児童健全育成事業等  2．放課後児童健全育成事業等  

（1）都道府県分 （略）  
（1）都道府県分 （略）  

‘ （ 

上事業 （略）  
上事業 （略）  

（略，  （略，  

③放課後子ども環境整備事業書  ③放課後子ども環境整備車菜費  

a放漂後児童クラブ設蒼促進事業  。放課後児童クラブ設置促進事業  

実印名 施設名 施設名 実施事業内容  実施事業内容  
実施市名 

② の ② ③ ④ ⑤   
爪 ③ ⑥ 

迅蛙   
1．怖詣の改修曹   
2．号値の貢号音曹及び修繕   
3．億恩の洩入曹   

1． 語の改修管用  
二L＿速度  

3． 口   

二L＿亜崖   
匹  

2．圭9傭の袷1■＿備品の   
3．億息の購入曹   

⊥且崖   
3． 口   

1．  

3． ロ   

⊥且塵   1． 言合の改修曹 …億の言唇音青鬼－∫修最善   
3．借恩のは人音  

か所か所  か所 か所  か所か所  

合計   公 公  合計   公 公  

私  私 私  私  
（注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。  （注）1，③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。  

2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。  2，⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること8   

ここ1■■■ l J■し  tr  ・  ・－ － ・‾ J■ ．．√⊥．ミ＿ 1∴．■＿   



b 放課後児童クラブ環境改善事業   b 放課後児童クラブ環境改善事業   

実施市名  舶名  鮎筈の桶   実嗣名  施設名  な舘 空言 見抜的備の整備（鮎の臥雲）内容   

（℃ 虐） （勤 4 〔勤  の ② 8） 房〕 （勤  

か所 か所か所  か所 か所か所   

合計  公  公   合計  公  公   
私  私   私  私   

（注）③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。   （注）③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。  



改  正  案   現  行   

¢放珪後児童ク‾ブ嘘書児倭人促進事業  c放珪後児iクラブ随喜児受入促進事業  

実施市名  施設名  施設名  実糾糾容   実施事業内容   
実施市名   

⑤  
の   ②  ⑥ 爪   愉 ⑥  ② ③ ㈲ 

⊥戯  
2貯」暮の舘t■1暮息の故人   

3．備品のl嫌入書   

⊥且塵   

1綴方怖至eの改修書用  
⊥且塵  
ク貯l暮の翰■」暮息の嫌入   

2！○盛の静子■曹及一封叙は  

3．せ患の旺   

⊥．改鍾   
ク】怜」暮の重曹董■＿」暮晶のl暮入   

2幹億の給古書及び條儀欄    3（▲品のl騰入書   

1．旺存修三昏の改修響  
ク船価の給†■曽乃打修繕曽   
3．傭晶の嫌入讐   

3鷹島の邑暮入書  

か所 か所  か所  か所  か所か所  

合計  公  公  合計  公  公  

私  私  私  私  

（注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人事の名称を妃入すること。  （注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。  

2．⑤は、譲当するもの全てに番号に○をすること。  
2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。  

′ ▼十∃鹸－ 二ご■、】蟹一1－一ご二   



④放旗瞳児暮クラブ支は■♯事   ④放課後児暮クラフ支は事嘉費   
8 ボランティア浪遺暮暮   

菓施市名Lクラブ毛l活 動 内 容  放課後子ども敦王推進事壬との遺構  
1伝承並び事事霊   

00クラブ 2白熱事体僻事稟  

3巡回派遣事業   

4長期伏■璽1尿i■嘉暮   

l伝柔並び事事暮   

■ ポうンティア演壇 暮     蔓麓市名 き  活  地  内  撃  舶2三三鼠      王出色i      放捷艶子ども舞重推進■集との連携  00クラブ 2自然事体職事暮  

3遭包派遣事業   

4 農期休i■漏■暮暮   

（注1）「活動内専J■には、甘当する事霊に○をすること．   1伝承遥び専事業   

（注2）「触p繍子ども徹豪檜遭事暮との1彿」書には、触瞥捻子ども鞭豊嶋■事霊と触膿吐児tクラブを同じ小学校で真滝し、ボランティアの物井的な活用を周っている場合には △△クラブ    2 白熱事体♯●霊   

その■体的な内書（ボランティ7の活用事暮名・■贋事）について紀暮すること．  3避晦派遭事業  

4鳥欄比■；濾i▲暮暮  

1伝承遊び事事集  

△△クラブ2白熱事体幹事賽  

3進一包派11事業  

1伝承遊び事事暮   

●■  

合真十 クラブ2自然事体尊事義   

3選句顔遺事霊   

4長袖体¢腐遭事義   

（注1）「活動内容」穐には、甘当する事業に0をすること。  

（注2）r放＃練子ども教室檜■事業との遭済JJ■には、放緋練子ども緻王雛遭事事と敷慮蜂児童クラブを同じ小筆校で実施し、ボランティ7の勅稟的な‡吉岡を狙っている坤舎には 

その且体的な内管（ボランティアの活隋事暮名・痍徒事）について紀載すること．   

－
N
N
叫
－
 
 
 



改  正  案   現  行   

b放課後子どもプラン実施支援等事業   b放課後子どもプラン実施支援等事業   

実施市名  事業内容  研♯等内容   実施市名  事業内容  研修等内容   

1．人材確保のための研修   1，人材確保のための研修   

2．地区別運営委員会の設置・開催  2．地区別運営委員会の設置・開催  

3．広報啓発  3．広報啓発  

4．その他  4．その他   

（注〉事業内容ごとに具体的な取組内容を記載すること。   （注）事業内容ごとに具体的な取組内容を記載すること。   

c 放課後児暮の衛生・安全対策事業   c 放課後児童の衛生・安全対策事業   

対象ウラブ勤 
公給足帽曽の 

実施市名 対象人数 備考  実施市名 放課後児酌ラブ名対象人数 備考  

クラブ 人  

（…幸）当烹姦暮董の対象はl菓営の放課後l児音ウうプにi茸暮する放理経l丹青■階主暮色であるこ′＿  

合計 クラブ 人  

d障害児受入推進事業（略）   d障害児受入推進事業（時）   

考－】  

’－－づゝ■∵．ごヽ一k，、亡 く√イ＿¢・ 一 ′  ■上 ，Jト：■■－－∴曾＿頚ヒ■1巧だこ甘  山  ■－ ■－′‾ト   ‘・－－一●事一言一．ニJi届こナ「ト㌫ 二♪1i－  一 ′・－■○－－仁一－ ござh㈹ごさ  



現  行  改  正  案  

（3）市町村分  

①放課後児童健全育成事業費 （略）  
（3）市町村分  

①放課後児童健全育成事業費 （略）  

②放課後子ども環塊整備事♯暮   ②放課後子ども王写境整備事業費  

l 進事業  a放儀後児童クラブ設置促進事実   

市町村名  施設名  実甜糾容   約手業内容  榊村名  舶名  

爪   ② 3 ㈲ ⑤  抒）  
②   ㈲   √ち  

ユ⊥jは  
しわ1．1純音曹の改修  

2．貫くH旛の吉9青書乃川修；は  
2電9膚の柑庸櫨息の嘘入  

旦＿鼠品盟應ム旦   

1書方怖蔓皆の敵艦穏用  
1」致農 2．給血の給覆血恩の址  2，言 の蔓昏青書乃丁∫催  

3（▲見の践入曹  

か所 か所 か所  か所   か所    か所  

小 計  公  小計  公  公  
私  私   私  払  

1EI存捕言皆の改修曹用   
⊥＿塗崖 2．怜櫨の袷薗．血息の縫入   2≡  狩音響乃輔佐繕曹  

旦」鮎鼠ム豊   
1．E享有価舌9の改修曹用  

ユ」姐 2．！○櫨の引H■儀息の  2．柑膿の言e署警乃丁∫修  
L凰昆虫温ム童  

か所か所か所  か所   か所   か所  

小 計  公  小計  公  公  
私  私  私  私  

、所 か所か所  か所  か所   か所  

† 合  計  
公  （市 町 村）  公  ム  

（村，  公  
私  私  私  私  

（注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人事の名称を紀入すること。  （注汁③及び④には、市町村又は社会福祉法人琴の名称を記入することD  

2．⑤は、該当するもの全てに書号に○をすること。  2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。  



改  正  案   現  行   

b 蝕援護児童クラブ環境改書暮彙   b 放課後児童クラブ環境改善事暮   

柵村名  舶名  臥鶴見‡の桶   市町村名  睡名  且は的な舘肋警…入の傭展層廿内裏   

の  （a （勤 店）   の   O め  ⑥   

か所か所 か所  か所か所 か所   
小 計  八  八   小 計   

私 私  
公 公  
私 私  

か所か所 か所  か所か所 か所   
小 計  

、  、   

小 計   
私   

公   公  
私  私   私   

か所  か所   か所   か所  か所   か所   
合  計   

公  公   
合  計   

（市 町 村）  （市 町 村）  

私  私   
公  公  
私  私   

（注）（訃及び（参には、市町村又は社会権祉法人等の名称を記入すること。   （注）（∋及び④には、市町村又は社会権祉法人等の名称を記入すること。   

箪l  

芋r 一 ・  ・←－ト「ヨ点：一宮■L二蝕ジ1「 － －ノ  ー′－ 「雲■ヒ・‾言耶r  J一－－■て・三■b」昇一L▲脚字r 一 が  ・－ 一 叫雲■亡 霊叫こ）仁一F′   



。放課後児童クラブ障害児受入促進事業   。放課後児童クラブ障害児受入促進事業   

市町村名  施設名  施設名  実施事業内容  実施手綱容   市町村名  

②  ③  ㈲ ⑤  冊  爪  ②  ③  ㈲ ⑤  
1．齢鯨翰の改修掴  
2．圭馴鹿の主管青書乃l川引瑳曹  

3．備品の嘘入曹   

⊥＿改崖  

3．備品の犠人音   

か所   か所  か所   か所   か所  か所   

小計  小計  
公  公  公  公  
私  私  私  私  

⊥且農          真91さの給甘傭＝昆の膿入  

3．値息の日量入曹   

1．肝存I痛言皆の改修曹用  

3．備息の蹟入書   

か所   か所  か所   か所   か所  か所   

小計  小計  
公  公  公  公  
私  私  私  私  

か所  か所 か所  か所  か所 か所   
十 

公  公  （君村）  公  公  
（村，  

私  私   私  私   

（注）1，③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。  （注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入することロ  

2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。  2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。   

－
N
巴
－
 
 
 



改  正  案   現  行   

③放排磯児暮クラブ支援事業★   ③放課後児玉クラブ支は事業★   
○ボランティア瀬遭二■暮   さボランティア派遣事＃   

市町村名活動内容】凰1出  土な圭▲且盈  放課後子ども教皇権遭事暮との連携   市町村名  2三三皇■活動内容  放課後子ども教皇推進事業との連携  
1．伝承遊び事事業   

1．伝承遥び事事象  00クラブ2．自然等体験事業  

3．巡回派遣事業   

2．自然事体欄事暮   00市  4．長期休暇派遣事業   

00市   1．伝承並び等事＃   

3．巡回派生事業   00クラブ 2．自然等休職事業  

3巡回派遣事業   

4，最期休暇漉遭暮暮  クラブ  4．長期休暇派遣事兼  

1．伝承遊び事事業  

1．伝承遮び等■兼  △△クラブ2．自然薯体験事稟   

3巡回瀬遺事業   

2．自然事体鹸事業   △△市  4．長期休暇瀕遺事集   

△△市   1．伝承遊び等事業   

3．巡向派遺書集  △△クラブ 2．自然事体験事業   

3．巡回派遣事業   

ヰ．最期休暇裾膚事暮  クラブ  4．長期休暇派遣事業   

1．伝承遊び等事業   1．伝承遊び等事業   

事業   事霊   
合  計  2．自然薯体験事業   合  計  クラブ2．自然事体験事業   

（市 町 村）  事業   （市 町 村）  事業   
3．巡回派遣事稟   3．巡回派遣事業   

事事   事業   
4．最期休暇派遣事業   4．長期休暇派遣事業   

嘉義  クラブ   事業   
く注1）「活動内容」■には、犠当する■暮に0をすること．   （注1）「活動内容」■には、挟当する書暮に○をすること．   

（注2）「放攫緩子ども教室椎遺書義との連携」■には、放課後手ども教主檜遭事纂と放隷線児▲クラブを同じ小学校で実篤し、ボランティアの効果的な活用を図っている増含には、   （注2）「放排機子ども教皇推進事暮との連携」僧には、放課後子ども教室推進事藁と放課後児量クラブを同じ小学校で実施し．ボランティアの効果的な活用を図っている場合には、   

その▲体的な内蓉（ボランティアの活用事書名・頻度専）について記セナること．   その具体的な内容（ボランティアの活用■霊名・頻度零）について紀セすること。   

t兼・て帯㌻：ニネF－ －一？宝1■・珊㌻てちF－  ′－－一千≦■ヒ・潤一芸雫㌻て  －瘍‾■？ヨ貞：「一冊jでF－  ■－′－‾■「モヨ■r。上舞ヰ J ▲ニ1んご＞専   ノ「■－ノー‾‾‾？∃■ピーごb鼠篭ご・こ1料‘t   



改  正  案  現  行  

b放課後子どもブラン実  b放課後子どもプラン  

市 町 村 名  事 業 内 容  事 業 内 容  市 町 村 名  

1人材確保のための研修  

2 地区別運営委■会の没書・開催  

1．人材確保のための研修  

2 地区別運菖畢■金の設■H開儀  

■3．広報啓発  3．広報啓発  

4その他  4．その他  

1．人材確保のための研修  1，人材確保のための研修  

2地区別遵嘗壷■会の野暮・蘭催  2地区別運警手員会の股t・闇催  

△△市  △△市  
3．広報啓発  3広報啓発  

4．その他  4．その他  

1 事業  1 事業  
合計  2 事業  合言十  2 事業  

（市町村）   （市町村）   事業  
4 事業  4 事業  

（注）事業内容ごとに具体的な取袖内容を冨己粧すること。  （注）手業内容ごとに具体的な取組内容を記載すること。  

c放課後児壬の衛生・安全対策事業  c放課後児童の衛生・安全対策車葉  

市町村名  且iと乏ヱ数  対象人数  備考  市町村名 放課後旧青々ラブ名対象人数公館露営・厚相露営の区分  備   考  

00市  

□□町  00市  

◇◇村  
合計（市町村） クラブ 人  小計 クラブ 人  

の対象は尽せの抽理経曝書クラブに絆iする放檀徒l貝書指濾貞であるこ♪∧  

△△市  

小計 クラブ 人  

ロロ町  

小計 クラブ 人  

◇◇村  

小計 クラブ 人  

合計（市町村） クラブ 人  

d障害児受入推進事業（略）  d障害児受入推進事業（格）  



改   正  案   現  行   

別紙様式3、4、5  （略）   別紙様式3、4、5  （略）   

別表1、2  （略）   
別表1、2  （略）   

別表3  別表3  

1．放課後子ども教室推進事業等  （略）  1．放課後子ども教室推進事業等  （略）   

2．放課後児童健全育成事業等  2．放課後児童健全育成事業等  

（1）都道府県分  （略）  
（1）都道府県分  （略）   

（2）指定都市・中核市分  （2）指定都市・中核市分  

①放課後児童指導員等資質向上事業  （略）  ①放課後児童指導員等資質向上事業  （略）   

②放課後児童健全育成事業費 （略）  
②放課後児童健全育成事業費 （略）  

③放課後子ども環境整備事業暮  ③放課後子ども環境整庸事業井   

8 放課後児暮クラブ設雷促進暮稟   a 放課後児iクラブ設置促進事業   

実施事業内容   実施市名  施設名  実施市名  舶名  実施事案内容   

の  ②  ふ  め  ⑤  の  ②  ③  め  ⑤  

1」改蛙  
1．良I存】高三昏の改修曹用  

2紺イ蒼の勢†■備品の旺入  
2．賠償のま号音曹乃†∫旛は替  

3．備品の目蓋入書   

⊥＿且崖  
1．紆存】淋貢皆の改修曹用  

3．備品のは入書   

⊥塵塵  1．既存怖給の改修曹用  

2王く日暮の婁昏署」董晶の嘘入  
2．圭射さの妻合着書カTf條は書  

3臆晶の旺入響   

1．豚存怖重曹の改修曹用  

3．値恩の旦暮入書   

⊥遥農  1，既存術宣告の故臆書用  

2．王馴轟の主管暦響乃r∫佐1陸曹 31主恩の零度入曹   
⊥＿盟崖  

2場4暮の静i■＿1暮晶の嫌入   

か所  か所   か所   か所  か所   か所   

合計  公  公   合計  公  公   

私  私   私  私   

（注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。   （注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。   

2．⑤は、妓当するもの全てに番号に○をすること。   2，（9は、該当するもの全てに書号に○をすること。   

1■－r‘－†∃■ご巧ざ ？Fオ 丁   ・－－一便こで町覇r ノー 〟 －■－ノー・一丁一言志三9二貞ヒ・・・－ヲE・て  ■－‾－｛弐■F－・、二ゝ→た封－ir£twご 一禦 一  ●－「■－′し一丁ヨF一，て、ゝ－璃ニナJヒニノ領一  
冊㌃て  



b 課後児童クラブ  
b放課児クラブ境改善事業  

柏手  療   
設置 運営  □ 虎  実施市名  舶名  

実施市名 施設名 主体主体  望雷 雲吉  整備（鮎の  
O 4 5   

O 3 4   1   

か所か所か所  
か所か所か所  

合計  公 公   
合書十  公  公   

私  ム  
私  

（注）③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること0   
（注）③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること0   
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改  正  案   現  行   

¢ 放課後児童クラブ経書児受入促進事業   c 放課後児童クラブ膿書児受入促進事業   

実施市名  組名  実紳納容   実施市名  施設名  実施事業内容   

の  ②   ③  釦  ⑤  
⊥し虫塵   

の  ②   ③  ④  
1．駐在怖給の改條曹l弔   

⑤  

2ヨ狩儀の圭○†■▲」暮息のl址入   2．要旨一曲の許青書乃Tf修繕響   

ユ▲＿虚崖   1．1拝存怖妻9の静條■照   

⊥＿＿改崖   1．敗存Ⅰ蔽三皆の改修響用   
2腑4轟の鎗雇■▲1■点の嘘入   2．童91▲の言合！■書乃丁‘條縫暮   

3．磯風のは入書  

ユ⊥且崖  1．既存格言皆の改修書用   
2．給1暮d）給盲■＿1暮点のl暮入   2雷管値の設首曹及び個闇欄   

3．僅晶の事膿入書  

⊥＿並崖  

2．三せi蒼の重合青書乃丁（條】踵書   

3．億品の嘘入曹  

⊥＿遜農  1．肝在席主管の改條曹用   
2、麦9億の舘音響及TJ條墓室書   

か所  
3．イ薗晶のI膿入書  

か所   か所  か所  か所 か所   
合計  公  公   合計  

私  
公  公  

私  私   私  
（注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。  （注）1・③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。   

2．⑤は、該当するもの全てに寺号に○をすること。   2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。   

＿1－J■－  ‾ ▲J  1－ー‾ヨヒコ■亡、舶1ト ーー  ．－ドノ・－＋J →ゝ－■」ユーー．、dEご二   



④放課後児暮クラブ支は事♯暮   （む放課後児暮クラブ支11事義費  

－1‾  漏，t暮暮   

共 棲 市 名  ク ラ ブ  も  ・    ′    l’    三   放経撞千ども教室権道事壬との凛挟  
1伝承遊び事■叢  

00クラブ  

3巡回顔i暮事業   

・▲・皿」 ▲  
1伝承遊び■事暮  ポうー‾濃一暮」■■         ○′、ノ丁イア  ★濾市名  語 ■ 内 書 出12ヨヱ1  ま魁■1日靂   放■艶子ども♯雪‖li事1とのヰ塊  00クラブ  

3巡回濾遺書霊  

4 農錮比丘瀬■暮暮  

（注1）「活■内欝」I●には．ひ当する事暮に○をナること。  1伝承遊び事事■  

（注2）「放■織子ども徽夏穐遮事暮との■8り■には．触■撞千ども葬壬は竃事暮と放■縫児量クラブ手間じ小筆校で稟施し、ボランティ丁の勤1的な活用を由っている場合には △△クラブ  
その人体的な内書（ボランティアの着用事鼻毛■♯鷹■）について鷲▲すること．  3巡回演壇事暮  

ヰt爛tt16i腐i●暮董  

1伝承並び等事霊  

△△クラブ   2自然事体tl事暮  

3巡回簾遭事業  

4t∬t象】Ei廉遭暮暮  

1伝承慮び尊事霊   

事暮  
舎 l十   クラブ     2自然書体麟事集   

／  
●t  

3巡回巌■事稟   

事暮  
ヰ長期休■蕪遭暮暮   

暮t  

（注l）「活■内管J欄にtま、膝当する事暮に○をすること．  

（注2）「触牒牡子ども徽暮檜▲事嘉との1闇h沖には、放繹醜千ども群雲椎遭事暮と触■醜児暮クラブを同じ小学校で実施し、ボランティアの句集的なj云用を回っている場合には 

その■体的な内専（ボランティアの活用事雷名・鱒慶事）について記暮すること．   

－
N
巴
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改  正  案   現  行   

b放課後子どもプラン実施支援等事業   b放課後子どもプラン実施支援等事業   

実施市名  事業内容  研修等内容   実施市名  事業内容  研修等内容   

1．人材確保のための研修   1．人材確保のための研修   

2．地区別運営委Å会の設置・開催  2．地区別運営委員会の設置・開催  

3，広報啓発  3．広報啓発   

4．その他   4．その他   

（注）事業内容ごとに具体的な取雑内容を記載すること。   （注）事業内容ごとに具体的な取組内容を記載すること。   

c 放課後児士の衛生・安全対策事業   c 放課後児童の衛生・安全対策事業   

畑民望管甜の 
実施市名 対象人数 備考  実施市名 細離婚クラブ名対象人数 備考  

クラブ 人  

（洋）当該暮姜の対象は昆世の放課後l貝昔々ラブに従暮する放課後促音緒遭畠であること．  

合計 クラブ 人  

d陣育児受入推進事業（略）   d障害児受入推進事業（略）  



現  行  改  正  案  

（3）市町村分  

①放課後児童健全育成事業費 （略）  
（3）市町村分  

①放課後児童健全育成事業費 （略）  

②放辞後子ども環境整備事業費   ②放課後子ども環境整備事業費   

a放課後児童クラブ設置促進事業   a 放課後児童クラブ設置促進事業   

市町村名  施設名  実施事業内容  実施事業内容   市町桐  施設名  

㈹  ②  ③  舟 ⑤  爪  ⑨  ③  舟  ふ  
1．R‡存欄棺の改修管用  

通産             2．言昏l暮の舘遷t暮畠の鴎  2．給I鎗の紺青曹カーf値縫  
3旛烹のは入警   

1．R書方糠壬9の論撞普閂  

⊥j出生 2．！引▲の紺青▲鷹島のは  2一言削■の雲昏暦曹乃Tf肱は替   3 

．1i息のは入着   

か所   か所    か所   か所   か所  か所   

小計  小 計  公  公   公  
私   払  私  私  

⊥」姐  1蛙フ三鯨韓の改  

2．相磯の紺青．膚息の撞入   2舘膿の給庸曹及び修は警  
3．1麓息の嘘人名   

ユ⊥一並崖 2．！○（▲の給†■」■息の旺入   2．貫9僅の跨首警乃り條撼警  

3．一i鼠の檀人音   

か所   か所    か所   か所   か所    か所   

小 計  小 計  
公  公  公  公  
私   私  払  私  

か所  か所 か所   か所    か所   か所   
合  計  

（市 町 村）  公  公  公  
（村，  

私  私  私  私   
（注）1③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を妃入すること。   （注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること。   

2，⑤は、抜当するもの全てに寺号に○をすること．   2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。  



改  正  案   現  行   

b 放n後児童クラブ環境改善■t   b 触護後児童クラブ】五重土改善事業   

柵村名  施設名  臥舶‡の内査   柵村名  施設名  舶的細傭の鞋…入の傭息苫一内℡   

の  腐）   の   ③ 命  ⑤   

か所か所 か所  か所か所 か所   
小 鮒  八  八   小 計   

私 
公  公   

私  私 私  

か所か所 か所  か所か所 か所   
小 計  小 計   ．、  、  公  公   

私  私   私  
か所  か所   か所   

私  
か所  か所   か所   

合  計   
公  公   

合  計   
（市 町 村）  （市 町 村）  

私  私   
公  公  
私  私   

（注）③及び（診には、市町村又は社会橿祉法人等の名称を記入すること。   （注）（診及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を妃入すること。   

」■rlヨトj≡㌻ニ・；：■響  「－▲－瑠傭▼プ疇† 一一ノ 血 1－ノーノーq■－t■－一三▼｛㌢摘ソ1r 一′こ一よ  「－一 」ト■k－▲芸一誓■r㈹r 一一 －  ■－、】rLゝ－■た－′ ヰγ竜二一－－■‾／・・・・－′ 一【t   、酌r 一一 ご  1■－【■－1さ工芸 耶  



C量クラブ障害児臥促 

実施事業内容   実施事業内容   施設名   

c放課後児童クラブ障害児受入促進享礫 市町村名l   ② ③ ⑥ ⑤  爪   ② ③ 姉 5  

⊥戯      貴く日暮の給 暦＿佃H諷の嘘入  2．三引護の主旨音響乃7f低繕曹  
3．備品の8董入管  

⊥」敦鐘     2．論壇の誰甘備品のは人  2．三引茹の詑青書カり修繕警  

3儲最の翠  

か所か所  か所  か所か所  か所  

′い計  
小計  公  公  公  公  

私  私  私  私  

＿L＿改崖 2一賠償の設置＿借息の目蓋入   
2．薫別産の話者 曹乃丁′修繕曹  
3ロE   

モ引慈の喜告首 普力丁メ修繕  
3．備品のほ入  

か所  か所か所 か所  か所か所  
小計  小計  公  公 公  公  

私 私   私 私   
か所か所  か所 か所か所  か所  

計 計 
公 公  （町村， 公 公  

（言町村，  
私 私  私 私  

（注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入すること0  （注）1．③及び④には、市町村又は社会福祉法人等の名称を記入することロ  

2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。  2．⑤は、該当するもの全てに番号に○をすること。   
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改  正  案   現  行   

（診放課後児暮クラブ支援事業書   ③放課後児童クラブ支援事業費   
8ボランティア派遣事業   a ボランティア派遣事業   

市町村名活動内容 並遣先皇2三三数  放課後子ども教室推進事業との連携   市町村名  2三三且  活動内容  且は的な重量内査  放課後子ども教室推進事業との連携  

1．伝承遊び等事業   

1．伝承遊び事事業  00クラブ2．自然事体恨事菓  

3．巡回派遣事業   

乙自然事体験事稟   00市  4，農期休暇派遣事業   

00市   1．伝承遊び事事業   

3．巡回派遣事賽  00クラブ2．自然事体験事業   

3．巡回派遣事業   

4，農期休暇派遣事糞  クラブ  4．長期休暇派遣事業  

1．伝承遊び事事業   

1．伝承遊び事事集   △△クラブ 2．自然事体検事菓  

3．巡回派遣事業   

2．自然薯体験事業   △△市  4．長期休暇派遣事業   

△△市   1．伝承遊び等事業   

3．巡回派遣事暮   △△クラブ 2．自然等体験事業  

3．巡回派遣事集   

4．最期休暇漉遭事業  クラブ   4．長期休暇派遣事業   

1．伝承遊び事事業   1．伝承遊び等事業   

事業   車乗   
合  計  2．自然事体欄事業   合  計  クラブ2．自然事体験事1   

（市 町 村）  事業   （市 町 村）  事業   
3．巡回派遣事霊   3，巡回派遣事業   

事業   事業   
4．農期休暇派遣事霊   4．長期休暇派遣事業   

事稟  クラブ   事業   
（注1）「活動内容」11には、抜当する事業に○をすること。   （注1）「活動内容」1一には、該当する事事に○をすること．   

（注2）「放課後子ども♯皇推遺書集との連携」■には、放課後子ども教皇絶遺書暮と放課後児暮クラフを同じ小学校で実欄し、ボランティアの勧業的な活用を且っている場合には・   （注2）ー放諜後手ども教主権遺書集との連携」欄には、放課後子ども教皇推進書♯と放課後児暮クラブを同じ小字校で実施し、ボランティアの効果的な活用を囲っている壌全には、   

その1体的な内容（ボランティアの活用事業名・頻度讐）について妃厳すること．   その1体的な内容（ボランティアの活用事暮名・朔度等）について記載すること。   

I _ 1－■トミーjF T嘩、礪ニ  
1－ ▲一旦■一三珊、酌r 一′  －′  一一一′ dL■←′ニ・一ち亡…ヒニタtr －、一 1  一● L 亡Lぅ＿rノイ∵t・▼娠革≡「ア鬱⊥ 仙－1  √－一㌧ニ ー■lノーJ 【r   



改  正  案   現  行   

bど妻葦書 bど実書 
内容1  研修軍内容  内容l   研 

1．人材確保のための研修  

2地区別運曾委■会の設暮・開催  2地区別運苦手員会の投t・開催  

00市  

3．広報啓発  3．広報啓発  

4．その他  

1．人材確保のための研修  

00市  1．人材確保のための研修   4その他  
1一人材確保のための研修  

2地区別運書手■会の投t・開催  2地区別運富要一会の設1・開催  

△△市  △△市  
3．広報啓発  3．広報啓発  

4．その他  4．その他  

1 事業  ≡蓋■  
2．事業  合計  合計  2 事業  

（市町村）   （市町村）  事業  
4，事業  一 ・二王・  

（注）事業内容ごとに具体的な取組内容を記載すること。  （注）事業内容ごとに具体的な取組内容を記載すること。  

。放課後児童の衛生・安全対策事業  c放課後児童の衛生・安全対策事業  

放言拍絹ウうプ名対象人数4澗露営・露吉相世の区分  市町村名  備   考  

00市  

小  計  クラブ  人  

△△市  

小計 クラブ 人  

ロロ町  

小計 クラブ 人  

◇◇村  

小計 クラブ 人  

合計（市町村） クラブ 人  

d陣育児受入推進事業（略）  d障害児受入推進事業（略）  

別紙様式6、7、8（略）  別紙様式6、7、8（略）   
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（別紙）  平成21年度児童厚生施設等整備費交付要綱新旧対照表案  

改  正  後  現  行  

別 紙  

児童厚生施設等整備費交付要綱   

（通 則）1～4（略）   

（交付の対象）   

5．この補助金は、次の事業を交付の対象とする。  

（1）設置運営要綱に基づき都道府県が設置する大型児童館の施設整備   
（2）設置運営要綱に基づき指定都市及び中核市が設置するB型児童  

館、小型児童館、児童センター及び3の（2）に定める放課後児  
童クラブ室の創設のための施設整備   

（3）設置運営要綱に基づき市町村（特別区を含み指定都市及び中核  
市を除く。以下同じ。）が設置するB型児童館、小型児童館、児  
童センター及び3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創設の  
ための施設整備に対し、都道府県が行う補助  

（4）設置運営要綱に基づき社会福祉法人、瑚  
団法人、特例社団法人、及び特例財団法人（以下「社会福祉法人  
等」という。）が設置するB型児童館、小型児童館、児童センタ  
ー及び3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創設のための施  
設整備に対し、都道府県、指定都市又は中核市が行う補助  

別 紙  

児童厚生施設等整備費交付要綱   

（通 則）1～4（略）   

（交付の対象）   

5．この補助金は、次の事業を交付の対象とする。  

（1）設置運営要綱に基づき都道府県が設置する大型児童館の施設整備   
（2）設置運営要綱に基づき指定都市及び中核市が設置するB型児童  

館、小型児童館、児童センター及び3の（2）に定める放課後児  
童クラブ室の創設のための施設整備   

（3）設置運営要綱に基づき市町村（特別区を含み指定都市及び中核  
市を除く。以下同じ。）が設置するB型児童館、小型児童館、児  
童センター及び3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創設の  
ための施設整備に対し、都道府県が行う補助   

（4）設置運営要綱に基づき社会福祉法人及び民法（明治29年法律  
第89号）第34条の規定により設立された法人（以下「社会福  
祉法人等」という。）が設置するB型児童館、小型児童館、児  
童センター及び3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創設の  
ための施設整備に対し、都道府県、指定都市又は中核市が行う補  

助   

（整備補助の対象外）6（略）   

（交付額の算定方法）   

7．この補助金の交付額は、次により算出するものとする。  
ただし、算出された額に1，000円未満の端数が生じた場合には、  

これを切り捨てるものとする。  

（1）～（4）（略）  

なお、前年度からの継続事業において、別表の第4欄（3、4、   
第2欄の区分が拡張であるもののうち第4欄の2及び第2欄の区分  

（整備補助の対象外）6（略）   

（交付額の算定方法）  

7．この補助金の交付額は、次により算出するものとする。  
ただし、算出された額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。   

（1）～（4）（略）  

が大規模修繕であるもののうち第4欄の2を除く。）に定める基  
額を算定する場合には、平成19年度の単価を適用する。  

（
鳩
萱
N
O
）
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改  正  後  

（交付の条件）  

8．この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。   

（1）～（10）（略）  

（11）この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉  
付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、日本自転車振興会又は日本  
小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受け  

てはならない。   

（12）～（14）（略）   

（申請手続）9～（その他）16（略）   

（交付の条件）  
8．この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。   

（1）～（10）（略）  
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（12）～（14）（略）  

（申請手続）9～（その他）16（略）  



改  正  後  現  行   

別表  別表   
三  吐  抜  き≒  算  元巨  基  準  

1区分  2整備区分  3 種 目  4  基  準  額   5  対 象 経 費  1区分  2整備区分  3 種 目  4  基  準  額   5  対 象 経 費  

施  設  創  設  工事費  1 施設の種類ごとに次に掲げる額   児童厚生施設等の施設整    施  設  創  設  工事 費  1施設の種類ごとに次に掲げる額   児童厚生施設等の施設整  
整備費  及  び  （1）大型児童館   備に必要な工事費又は工事    整備費  及  び  （1）大型児童館   備に必要な工事費又は工事  

改  築  ア A型児童館   請負費及び工事事務費（工  改  築  ア A型児童館   請負費及び工事事務費（工  
厚生労働大臣が承認した面積（ただし、  事施工のため直接必要な事  厚生労働大臣が承認した面積（ただし、  事施工のため直接必要な事  

都道府県の人口規模により、付表1に掲  務に要する費用であって、  都道府県の人口規模により、付表1に掲  務に要する費用であって、  
げる補助基準面積の範囲内で、2，000平  旅費、消耗品費、通信運搬  げる補助基準面積の範囲内で、2，000平  旅費、消耗品費、通信運搬  
方米以上のもの。）に1平方米当たり基  費、印刷製本費及び設計  方米以上のもの。）に1平方米当たり基  費、印刷製本費及び設計  
準単価些且』些円（実1平方米当たり基  監理料等をいい、その額は  準単価356，800円（実1平方米当たり基  監理料等をいい、その額は  
準単価に満たないときは実1平方米当た  工事費又は工事請負賛の  準単価に満たないときは実1平方米当た  工事費又は工事請負費の  
り単価とする。）を乗じて得た額。   2．6％に相当する額を限  り単価とする。）を乗じて待た乳   2．6％に相当する額を托艮  

イB型児童館（1．500平方米以上）  度とする。以下同じ。）  イB型児童館（1，500平方米以上）  度とする。以下同じ。）  
607，724千円  535，414干円  

（ただし、A型児童館と併設する場合に  （ただし、A型児童館と併設する場合に  
は厚生労働大臣が承認した額とする。）  は厚生労働大臣が承認した額とする。）  

（2）′ト型児童館（217．6平方米以上）  （2）′ト型児童館（217．6平方米以上）  
蔓 j 

都市部で児童館用地の取得が困難と認  ＿ 
められる場合等（163，2平方米以上）  められる場合等（163，2平方米以上）  

旦ヱ」j 23，826千円  

（3）児童センター（336．6平方米以上）  （3）児童センター（336，6平方米以上）  
亘 46，859千円  

ただし、大型児童センター（500平方  ただし、大型児童センター（500平方  
米以上）については、次に掲げる額。  米以上）については、次に掲げる額。  

ヱ旦」旦j 62，516千円  

（4）放課後児童クラブ茎（（2）、（3）の整備  （4）放課後児童クラブ室（（2）、（3）の整備  
とは別に整備する場合に限る。）  とは別に整備する場合に限る。）  

遥 12，500千円  

21の（2）、（3）の整備の際、放課後児童ク  21の（2）、（3）の整備の際、放課後児童ク  
ラブ塞（31．8平方米以上）を設ける場合、  ラブ重（31．8平方米以上）を設はる場合、  
次の額を加算する。  次の額を加算する。  

旦」 3，981千円  

31の（1）、（2）及び（3）の整備の際、初産  31の（1）、（2）及び（3）の整備の際、初度  
設備を施設と一体的に整備する場合、次の  設備を施設と一体的に整備する場合、次の  
額を加算する。  額を加算する。  
（1）大型児童館については、1施設当たり  （1）大型児童館については、1施設当たり  

113．947干円  100，389干円  

（2）小型児童館及び児童センタ㌧一について  （2）小型児童館及び児童センターについて  
は、1施設当たり 旦⊥」L之旦千円  は、1施設当たり 2，469千円  

．∴1Jr」＿．ノ’、 ．二t  
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現  行  

大型児童センターについては、1施設  

当たり  4，462千円   

4 平成2年8月7日厚生首発児第123号   
「児童館の設置ユ垂嘗について」〔7）第4の1   

グ〕（3）のアJ〕（イ）及び2の（3J（乃ア   

の（エ）に規定する移動型児童館用車両を   

整備する場合  上限3，6日2千円   

5 平成3年11月25日社施第 ユ2ユ号「都市部   
における社会福祉施設の整備叫足進につい   

て」に定める既設社会福祉施設用地有効活   

用改築促進制度に適合する整備を行う場合   
には、1の施設〝）種糟ごとに掲げる額に  

108を乗じて得た額とする。   

1 厚生労働大臣が承認した面積（ただ」、   
本文の4の表拡張の欄（1）の場合119 平方   
米を限度とL、同価（2′）の場合3ユ．8平方米   
を限度とする。）に付表2に掲げる1平方   
米当たり基準単価（実1平方米当たり単価   
が、1平方米当たり基準単価に満たないと   

きは実1平方米当たり単価とする。）を乗   
じて得た寄貞。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   
型児童センターを除く。）で年長児重用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   
1施設当たり  4，462干円  

大型児童センターについては、1施設  

当たり  5，065千円   

4 平成2年8月7日厚生省東児第123号   
「児童館の設置運営について」の第4（7）1   

の（3）のアの（イ）及び2の（3）のア   

の（エ）に規定する移動型児童館用車両を   

整備する場合  上限旦」▲土ヱ旦千円   

5 平成3年11月25日社施第121号 r都市部   
における社会福祉施設の整備のイ足進に／」い   

て」に定める既設社会福祉施設用地有効活   

用改築促進制度に適合する整備を行う場合   
には、1C7ノ施設の種類ことに掲げる額に  

1，03を乗じて得た額と十る。   

1 厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

本文の4の表拡張の欄（＝の場合119平方   
米を限度とし、同湖（2）の場合3i8平方米   
を限度とするu）に付表2に掲げる1平方   
米当たり基準単価（実1平方米当たり単価   
が、1平方米当たり基準単価に満たないと   

きは実1平方米当たり単価とする。）を乗   
じて得た額。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   
型児童センターを除く。）で年長児童用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。  

車両の絹入費及び改装葉   車両の購入費及び改装費   

拡張に必要な工事費又は  

工事請負費及び工事事務費   
拡張に必要な工事費又は  

工事請負費及び工事事務費   

5，101千円  1施設当たり   

大規模修繕に必要な工事  

費又は工事請負費及び工事  
事務費   

大規模修繕に必要な工事  

費又は工事請負費及び工事  
事務費  

1 厚生労働大臣が必要と認める額とする。  
ただし、第5棚に定める対象経費の実支   

出額（以下「実支出額」という。）がこれ   

に満たないときは、実支出額とする。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   
型児童センターを除く。）で年長児童用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   
1施設当たり  4，462千円  

1 厚生労働大臣が必要と認める額とする。   
ただし、筍5棚に定める対象経費の実支   

出額（以下「実支出額」という。）がこれ   

に満たないときは、実支出額とする。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   
型児童センターを除く。）で年長児重用設   
備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   
1施設当たり  5，101千円  



改  正  後   現  行   

付表1（略）  付表1  

都道月守県人口規模iこよる孝甫助基準面季責  

都道府県の人口規模 補助基準面積の上限  

100万人未満  3．000平方米  
100万人以上300万人未満  41000平方米  
300万人以上500万人未満  6．000平方米  
500万人以上700万人未満  8，000平方米  
700万人以上 10，000平方米  

付表2  付表2   
1平二万米当た り基準単価   1平方米当た り基準単価   

単  価  備  考  単  価  備  考  

142・800円  124・900円  
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平成21年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金実施要綱 新旧対照表（案）  

改  正  案  現  行  
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現  行  改  正  案  

児童環境づくり基盤整備事業の実施について  

少子化や核家族化の進行、都市化の進展、地域社会の子育て機能の低下等に伴う育  

児不安、多様な人間関係を経験する機会の減少など、子どもや家庭を取り巻く環境の  

変化を踏まえ、児童が健やかに生まれ育つための児童環境づくりの基盤整備を総合的  

に推進するため、別紙のとおり「児童環境づくり基盤整備事業実施要綱」を定め、平  

成9年4月1日から実施することとしたので、本事業の適正かつ円滑な実施を期せら  

れたく通知する。   

なお、本通知の実施に伴い、本職通知平成4年5月18日児発第513号「都道府  

県児童環境づくり対策事業の実施について」、本職通知平成6年6月23日児発第6  

10号「子どもにやさしい街づくり事業の実施について」、本織通知平成元年5月2  

9日児発第401号「家庭支援相談等事業の実施について」及び本職通知昭和61年  

8月30日児発第727号「児童福祉事業適正化対策特別事業について」は廃止する。  

児童環境づくり基盤整備事業の実施について  

少子化や核家族化の進行、都市化の進展、地域社会の子育て機能の低下等に伴う育  

児不安、多様な人間関係を経験する機会の減少など、子どもや家庭を取り巻く環境の  

変化を踏まえ、児童が健やかに生まれ育つための児童環境づくりの基盤整備を総合的  

に推進するため、別紙のとおり「児童環境づくり基盤整備事業実施要綱」を定め、平  

成9年4月1日から実施することとしたので、本事業の適正かつ円滑な実施を期せら  

れたく通知する。   

なお、本通知の実施に伴い、本職通知平成4年5月18日児発第513号「都道府  

県児童環境づくり対策事業の実施について」、本職通知平成6年6月23日児発第6  

10号「子どもにやさしい街づくり事業の実施について」、本職通知平成元年5月2  

9日児発第401号「家庭支援相談等事業の実施について」及び本職通知昭和61年  

8月30日児発第727号「児童福祉事業適正化対策特別事業について」は廃止する。  

句  

別 紙  

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱  児童環境づくり基盤整備事業実施要綱  

1 目 的 ～ 3 事業の実施方法等   （略）  1 目 的 ～ 3 事業の実施方法等   （略）  

L一乍丁一「ニゴ♭」エ1L、、じ  ‾へ－ 血．′し脛マr －  ● ＝，‾‾1こ瓦′∵㌧∴チ，ニ－■   



改  正  案  現  行  

別添1  

児童環境づくり推進機情事業実施要綱   

1趣 旨 ～ 2 実施主体 （略）   

3 事業内容   

（1）～（3）  （略）  

（4）子育て環境づくりに資する地域の実情に応じた取組   

別添1  

児童環境づくり推進機情事業実施要綱   

1趣 旨 ～ 2 実施主体 （略）   

3 事業内容   

（1）～（3）  （略）  

削 除  

次世代育成支援対策等を踏まえ、地域の実情に応じた先駆的な子育て支援事  

業であって、その成果等を他の都道府県に向けて発信・普及することができる  

取組を実施する。   

5 事業実施の手続き   

本事業を実施しようとする場合は、毎年度、嘲こ協議   

を行うものとする。  

削 除  

巨 留意事項   （略）   

7 費用   （略）  

旦 留意事項   （略）   

5 費用   （略）  

別添2 児童育成事業推進等対策事業実施要綱   （略）  別添2 児童育成事業推進等対策事業実施要綱   （略）  

健全育成推進事業実施要綱  児童ふれあい交流支援事業実施要綱  

1趣 旨  1趣 旨   
市町村が実施する「児童ふれあい交流促進事業」を推進することにより、児童の  児童の健全育成の場で働いている職員等に対して研修を行うことにより、児童の   



現  行   改  正  案  

朝子でのふれあい、様々な人との出会い、地域の仲間づくりを促進し、子育て家   

庭の支援や児童の健全な育成を図るものである。   

2 実施主体   （略）   

3 事業内容   

中・高校生力攣＿幼児と出会いふれあう機会を提供するために市町村が実埠する  

躯絵等の運  

営や啓発活動、情報提供、研究等を実施する。  

健全育成の充実を図るものである。  

2 実施主体   （略）   

3 事業内容   

実施主御ま、仰   

H） 地域子育て環境づくり支援事業  

地域における子育て支援柳推児童委員  

を含む）等に対して、基祁勺卿瑚修及び  
地域における子育て支援活動を嘩施する  

事業、また、抑こ幅広く児童委員等の括動を知ってもらうこ  
とを目的として、児童委員等を細ナ一等を実施  

する事業。  

主て■  

（2） 児童ふれあい交流支援事業  

中・高校生が乳幼児と出会いふれあう機会を提供するために市町村が実権   

する倒置する   

拉適ノェ⊥ 

4 留意点 ～ 5 費用   （略）  4 留意点 ～ 5 費用   （略）  

別添4 民間児童館活動事業実施要綱   （略）  別添4 民間児童館活動事業実施要綱   （略）  

別添5 児童福祉施設併設型民間児童館事業実施要綱  細か  別添5 児童福祉施設併設型民間児童館事業実施要綱   （略）  

別添6 児童ふれあい交流促進事業実施要綱   （略）  

J巧こ    ‾  T、   
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現  行  改  正  案  

地蹄   

卜趣 旨   

些或における子育て支援活動が強化されるよう、児童委員（主任児童委員を含む）   筆纏L   
2 実施主体   

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。   
ただし、事業の全部又は琳紐法人、財   

団法人等に委言毛することができるものとすな   

3 事業内容   

廻動こおける子育て支援活動が強化されるよう、児童委員（主任児童委員を含初  
等に対して、墓碑惟及び地租こ耕ナる子  
育て支援活動を継椀矧こ細城の子育  

て家庭に幅広く児童委員等の活動を知ってもらうことを目的として、児童委員等堂  
講師として招いての子育てセミナー等を実施する。  

5 費 用  

都如こ対して、国は帥こ定めるところ  

により補助するものとする。  

別捧旦 地域組織活動育成事業実施要綱   （略）  別添8 地域組織活動育成事業実施要綱   （略）  

別添7 児童ふれあい交流促進事業実施要綱   （略）   （削除）  



現  行  改  正  案  

別範旦  

地域子育て支援拠点事業実施要綱   

1趣旨   

少子化瑚環境が   

大き碑や地矧こおける子育て機能の低下や子育て中の親の孤   
独感や不安感の増大等といった問題が生じている㌢   

このため、地域において子育て親子の交流等を岬置を   

推進することにより、地或甲子育て支援機能の充実を図り、子育ての不軍感等を   

緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とすも   

2 実施主体 ～ 4 事業内容   （略）  

●  

5 実施要件  

（1）ひろば型   

① 基本機能   （略）  

② 出張ひろばの実施  

4の（1）から（4）に加えて、ひろば型を開設している実施主体から委託  

を受けた社会福祉法人等は、地域噂持  

を活用して、ひろば型と同様の事業を実施する出張ひろばの碑極約な開設に努  

壁ゆこと。  

ア髄  

上」  

イ 出張ひろばは、開設年度の翌鋤  

いて実施すること。  

ウ ひろば型の職員が、必ず1名以上、出張ひろばの職員を兼務すること。  

別準旦  

地域子育て支援拠点事業実施要綱   

1趣旨   

軸者が相   

互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報り曜供、助言その他   

⊥基地±」 

等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。  
■ヰ1  

2 実施主体 ～ 4 事業内容   （略）   

5 実施要件  

（1）ひろば型   

① 基本機能   （略）  

（∋ 機能拡充型  

市町村から委細敵性人等は、子育   

て支援活動の展開による機能拡充を図るため、以下のア～エ卿   

聯且を紳   

機関や子育て支援活動を行っているグ／レー柳ク化を図り、連携し   
ながら、躯   

ア ひろばの開設場所G卿城  
密着型及び封助郷こ準じた事業   

イ凋連  

業又はこれに準じた事業  

へ「孟帯＝＝曾 一ニ  1－一J13Eご干ぢ忘ご言き三ニ、甘  ▲1ナ｛＝二義㌃よ・チち忘ご「窒屯二・曾  ノ ｛ド′ ‾■  jこ℡  ・イ月＋二jヒ．こて1⊥晃二王ち三℡  ・←八 旗 †－．貢ご▲－－   



現  †丁  改  正  案  

エ 実施蜘こ変更することも差し   

支えない。ただしその執岬己   

慮するこヒ   

オ その他、事業の細とす  

●  

③ 地域の子育て力を高める取組の実施   （略）  

ウ 雌戸訪問事業又は養育支援訪問事業  
羊そ側臥市町梢虫自躯ち、市   

町村がひろば型の活動の充実に資すると認めた事業  

③ 地域の子育て力を高める取組の実施   （略）  

出張ひろばの実施   

⊥二 

祉法人等は、地或の実情やニーズにより常設のひろばを開設することが困難な  
事情力痢等を活用して、ひろば型とl司様の事業を実施  
する出張ひろばの積極的な開設に努めるこじ  Z麻こ   

上」  

加減の対青を踏まえ、ひろば型への移行を些   
めることを念頭において実施するこヒ  ウ ひろ醜こと0  

三歯  

車幽利働生矧こ上知聖   

摩するこじ  

オ その他、事業の細こついては、ひろば型と同様とす   

る。  

（2）センター型   （略）   

（3）児童館型   

① 基本機能  

ア 実施場所   （略）   

（2）センター型   （略）   

（3）児童館型  

（D 基本機能  

ア 実施場所   （略）  



現  行  改  正  案  

イ 開設日数等  

原則として、鰊  

噛も  

に、一般甥塵紙碑」用時間も考慮して設定すること。  

り 職員の配置   （略）  

② 地域の子育て力を高める取組の実施   （略）   

6 留意事項 ～ 8 費用   （略）  

イ 開設日数等  

紳配慮し、原則として、週3日以上、かつ1日  

3時間以上開設すること。ただし、夏休み等の長鱒、ては、‾  
址軋揖 

ウ メ敵員の配置   （略）  

② 地域の子育て力を高める取組の実施   （略）   

6 留意事項 ～ 8 費用   （略）  

■・∃。  
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平成21年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱 新旧対照表（案）  

改  正  案  現  行  

厚 生省発  日
し
 
 

ー
㌧
ノ
 
 

第
6
第
第
 
 

し
 
 

号
日
号
日
号
日
 
 

2
 
5
 
3
 
3
8
 
4
 
 

厚 生省 発 児 第 7 2 号  

平 成 9 年 6 月 5 日   

第一次改正 厚 生省発 雇 児 第 7 3 号  

平成10年 4 月13 日   
第二次改正 厚 生省発雇 児 第 9 8 号  

平成11年 6 月14 日   
第三次改正 厚生省発雇児第10 3 号  

平成12 年 6 月 2 日   

第四次改正 厚生労働省発雇児第26 3号  

平成13 年 6 月 2 6 日   

第五次改正 厚生労働省発雇児第0510001号  

平成14 年 5 月10 日   

第六次改正 厚生労働省発雇児第0401007号  

平 成15 年 4 月1日   
第七次改正 厚生労働省発雇児第0331020号  

平成16 年 3 月 31日   

第八次改正 厚生労働省発雇児第0401012号  

平 成17 年 4 月1日   
第九次改正 厚生労働省発雇児第0331027号  

平成18 年 3 月 31日   

第十次改正 厚生労働省発雇児第0507004号  

平成19 年 5 月 7 日  
第十一次改正 厚生労働省発雇児第0331020号  

平成 2 0 年 3 月 31日  

1
 
 

7
月
7
9
 
 

平 成 9 年  
第一次改正 厚生省発雇 児  

平成1  年
 
 

0
 
 第二次改正 厚 生省発雇  

目
 
 

し
ノ
 
 

平成1  年
 
 

l
 
 第三次改正 厚生省発雇児第10 3  号

日
号
 
 

平成12 年 6 月  

第四次改正 厚生労働省発雇児第26  

2
 
 

3
 
 

平成13 年 6 月 2 6 日   
第五次改正 厚生労働省発雇児第0510001号  

平成14年 5 月10 日   
第六次改正 厚生労働省発雇児第0401007号  

平成15 年 4 月1日   
第七次改正 厚生労働省発雇児第0331020号  

平成16 年 3 月 31日   
第八次改正 厚生労働省発雇児第0401012号  

平成17 年 4 月1日   
第九次改正 厚生労働省発雇児第0331027号  

平成18年3 月 31● 日   

第十次改正 厚生労働省発雇児第0507004号  

平成19 年 5 月 7 日  
第十一次改正 厚生労働省発雇児第0331020号  

平成 2 0 年 3 月 31日  

夢十二次改正瑚号  

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  

中核市市長  

（
塘
輩
N
N
）
 
 
 



改  正  案  現  行  

厚 生 事 務 次 官   

児童環境づくり基盤整備事業費の国庫補助について   

厚 生 事 務 次 官   

児童環境づくり基盤整備事業費の国庫補助について   

近年の少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下等  

児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ子育てしやすい環境の整備をはかるとと  

もに、児童が健やかに生まれ育つための児童環境づくりを総合的に推進するため、児  

童環境づくり支援事業、子どもにやさしい街づくり事業及び家庭支援相談等事業など  

により、児童環境づくり対策の促進を図ってきたところである。   

この度、平成8年度から実施されてきた「児童環境づくり支援事業」、平成6年度  

から実施されてきた「子どもにやさしい街づくり事業」の一部及び平成元年度から実  

施されてきた「家庭支援相談等事業」の統合を図ることに伴い、別紙のとおり「児童  

環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱」を定め、平成9年4月1日から適用する  

こととしたので通知する。   

なお、平成8年6月7日厚生省発児第103号本職通知「児童環境づくり支援事業  

費補助金の国庫補助について」、平成6年9月21日厚生省発児第148号本職通知  

「子どもにやさしい街づくり事業の国庫補助について」及び平成元年5月29日厚生  

省発児第91号本職通知「家庭支援相談等事業の国庫補助について」は廃止する。  

近年の少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下等  

児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ子育てしやすい環境の整備をはかるとと  

もに、児童が健やかに生まれ育つための児童環境づくりを総合的に推進するため、児  

童環境づくり支援事業、子どもにやさしい街づくり事業及び家庭支援相談等事業など  

により、児童環境づくり対策の促進を図ってきたところである。   

この度、平成8年度から実施されてきた「児童環境づくり支援事業」、平成6年度  

から実施されてきた「子どもにやさしい街づくり事業」の一部及び平成元年度から実  

施されてきた「家庭支援相談等事業」の統合を図ることに伴い、別紙のとおり「児童  

環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱」を定め、平成9年4月1日から適用する  

こととしたので通知する。   

なお、平成8年6月7日厚生省発児第103号本職通知「児童環境づくり支援事業  

費補助金の国庫補助について」、平成6年9月21日厚生省発児第148号本職通知  

「子どもにやさしい街づくり事業の国庫補助について」及び平成元年5月29日厚生  

省発児第91号本職通知「家庭支援相談等事業の国庫補助について」は廃止する。  

呵  

別 紙  別 紙  

児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱  児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱  

（通 則）1～ （交付の目的）2  （略）  （通 則）1～ （交付の目的）2  （略）  

1  
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改  正  案   

珊掟都市及び   

中核市が行う事業。   

（旦）地域組織活動育成事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別準旦「地域組織活動育成事業実施要綱」により、   

市町村が助成する事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中   

核市が助成する事晃  

迫）地域組織活動育成事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別鞄旦「地域組織活動育成事業実施要綱」により、   

市町村が助成する事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中   

核市が助成する事業。  

（7）鋤推進事業   
柵基   

準郷推進事業実碓要綱」に   

湖畔攻び中   

核市が行う事業。  

（旦）地域子育て支援拠点事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別添旦「地域子育て支援拠点事業実施要綱」によ   

り、市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核   

市が行う事業。  

（旦）地域子育て支援拠点事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別準旦「地域子育て支援拠点事業実施要綱」によ   

り、市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核   

市が行う事業。  

（交付額の算定方法）4～ （その他）13   （田討  （交付額の算定方法）4 ～ （その他）13   （略）  
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別 表   
1区  
分   

2 基  準  額   3 対 象 経 費   4 補助率   

1 児童環境づくり推進機構事業費   児童環境づくり推進機横手  
児推  業に必要な経費  
東進  

l   

I 

別  

1区分  2 基  準  額   3 対 象 経 費   4 補助率   

1 児童環境づくり推進機構事業費   児童環境づくり推進機構事  
児推  業に必要な経費   

童進 環機  都道府県当たり年額11，380，000円  
境構  （平成21年暦限り とする。）  
づ事  

く菓  
り費  

推  2 児童育成事業推進等対策事業費   児童育成事業推進等対策事  
巣に必要な経費   

児進 

童等   （1）都道府県、指定都市及び中核市に対  
育対  

孝幸  
の   兼業   （2）市区町村に対し厚生労働大臣が認め   

費  た額  

3 児昔ふれあい杏子森昔擦幸聾者   鳳蕃ふれあい番i森音操車業  
に必重な繹曹   

児  

市  

町   4 民間児童館活動事業費   民間児童館活動事業に必要  
村  な経費（給料、職員手当、共   
‖］ ノし  

（1）児童館   
済費を除く。）  

童  

環   民間児童館活動事業実施要綱の3（1）  
境   ～（4）に掲げる事業のうち2事業以上を  
づ  実施  

り   1か所当たり年額  
基  主⊥迦」墜迫巴×か所数  
盤  
整  （ただし、事業期間が6か月未満の小  
備   型児童館にあっては、1か所当たり  
事  坦む嬰迫巴とする）   

業  
費  

環機  （1）都道府県当たり年額11，380．000円  l東進 環機  ‖ （1）都道府県当たり年額11，380．000円  “   
墳構   （2）児竜環堵づくり樵准機構事業安施要   
づ事   綱3（4）に掲げる専業については、厚牛   

く業  労働大臣が認めた楯とする。   

り費  

推  2 児童育成事業推進等対策事業費   児童育成事業推進等対策事  
業に必要な経費   

児進  
童等   （1）都道府県、指定都市及び中核市に対   
育対  
成策   
事事  
業業  （2）市区町村に対し厚生労働大臣が認め   

費  た額   

健  健／令書成椎推事輩に必専な  

鑑畳   

喜  都道府県、指定都市、中核市1か所当た  
り年額  星⊥旦建」鎚迫巴  

進   

市  
町  民間児童鮨活動事業に必要  
村   な経費（給料、職員手当、共   
児  済費を除く。）   
童   （1）児童鮨  

環   
境   

民間児童館活動事業実施要綱の3（1）  
～（4）に掲げる事業のうち2事業以上を   

づ  実施   

り   1か所当たり年額   

基  土⊥旦呈L』迫巴×か所数  

盤  
整  （ただし、事業期間が6か月未満の小   
備   型児童館にあっては、1か所当たり   
事  弘む旦（迫巴とする）  

業  
費  

・
・
N
竺
－
 
 
 



改   正   案  
現  行  

（2）児童センター  1／3  

（2）児童センター  1／3  

民間児童館活動事業実施要綱の3（1）  
民間児童館活動事業実施要綱の3（1）  

～（4）に掲げる事業のうち2事業以上を  
～（4）に掲げる事業のうち2事業以上を  

実施  
実施  

1か所当たり年額  
1か所当たり年額  
乙遡迫』⊆迫巴×か所数  

3遡迫巴×か所数  

市  
町  （ただし、事業期間が6か月未満の児  

（ただし、事業期間が6か月未満の児  
童センターにあっては、1か所当たり  

童センターにあっては、1か所当たり  
児  L旦弘』！迫巴とする）  

L墜旦遡迫巴とする）  

の  

環  
境  

づ 6  児童福祉施設併設型民間児  
5児童福祉施設併設型民間児童館事業費  児童福祉施設併設型民間児  

童館事業に必要な経費  
童賭事業に必要な経費  

り  

基  1か所当たり年額  
1か所当たり年額  

盤  10138000×か所数  市  
10403000×か所数  

児  育 に 必 な    村  童        婁 備 事  
（ただし、事業期間が6か月未満の児童福  

町  （ただし、事業期間が6か月未満の児童福  

祉施設併設型民間児童館にあっては、1か  
村  祉施設併設型民間児童館にあっては、1か  
旧 ノl■  所当たり辿』迫巴とする）  

業  所当たり過』迫巴とする）  童  
費  環  

rU 境  
の  づ  
N  

児童ふれあい交流促進事業  
6  地域組織活動育成事業に必  

且児童ふれあい交流促進事業費  
に必要な経費  り  

要な経費  

1市町村当たり年額L迎』迫巴  
基  1か所当たり年額  

盤  189，000円×組織数  
整  
備  
事  

健  て づ  業  
▲・岩．▲  費  児童ふれあい交流促進事業  

に必要な経費  

都道府県、指定都市、中核市1か所当た  

＝  聖迫⊥些迫巴  
1市町村当たり年額」狙遡迫巴  

進   

市  
地域組織活動育成事業に必  

旦地域子育て支援拠点事業費  地域子育て支援拠点事業に  
町   

要な経費  （1）ひろば型  
必要な経費  

村  1か所当たり年額  

児  189，000円×組織数  ア基本分  
童  
環  

（ア）3～4日型  

境  
1か所当たり年額3，556，000円×か所数  

づ  
育 て に 必 な  地域子育て支援拠点事業に  

り  （1）ひろば型  
必要な経費   

基  
盤  

ア基本分  

整  （7）3～4日型  

備  1か所当たり年額3，556，000円×か所数  
事  ムヒ升の臼Al、  

業  
費   

4787000  
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